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ごあいさつ 
 

 和泉市と泉大津市は、比較的温暖で恵まれた気候の大阪南部に位置します。

両市は古代から和泉国の中心部で、茅渟の海と呼ばれた海と日本最大の須恵器

生産地である泉北丘陵を含む資源豊かな地域です。 

 この地域にわが国を代表する弥生時代の大環濠集落、史跡池上曽根遺跡が広

がります。池上曽根遺跡は、いまから 2000年前に繁栄した弥生時代の環濠集

落です。環濠に囲まれた集落の中心に弥生時代最大級の大型掘立柱建物と大型

刳り抜き井戸を配し、それを取り囲むように豊かで、彩りある人びとの生活が

営まれていました。 

 この先人たちの営みという文化遺産を、未来へ確実に継承し、有効に活用し

ていくため、令和 2年度に「史跡池上曽根遺跡保存活用計画」を策定し、史跡

池上曽根遺跡の本質的価値を活かし、高めるための整備と活用を図っていくと

いう決意を新たにいたしました。さらに史跡指定から 45周年となる今年度は、

これまでの整備を振り返り、池上曽根遺跡の価値を多くのみなさまに伝えるに

は、どのように過去の整備を維持していくべきか、新たな方向に転換すべきか

などを議論し、本計画を策定いたしました。 

本計画は史跡指定 50年を迎える令和 8年を一つの区切りとしています。池

上曽根遺跡が私たちに残してきたものはなにか、未来になにを残し、伝えてい

くのか、天命を知る 50年を迎えることができるよう、すすめてまいりたいと

存じます。 

 最後になりますが、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました計画策定

委員会の皆さま、ご指導、ご助言を賜りました文化庁、大阪府教育庁をはじめ

多くの方がたに、心より御礼申し上げます。 

 

2022（令和 4）年 3月 

 

 

和泉市教育委員会         泉大津市教育委員会 

教育長 小川 秀幸         教育長  竹内 悟 

 

 

 

 

 

  



 

 

例  言 
 

１．本書は和泉市池上町・泉大津市曽根町に所在する、史跡池上曽根遺跡の再整備計画書

である。 

 

２．本事業は令和 3年度に国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（史跡池上曽根遺跡

歴史活き活き！史跡等総合活用事業）の交付を受けて実施した。（国庫補助率 50％、

和泉市負担率 25％、泉大津市負担率 25％） 

 

３．本事業の実施にあたり、「史跡池上曽根遺跡再整備計画策定委員会」を設置し、事務

局を和泉市教育委員会生涯学習部文化遺産活用課・泉大津市教育委員会事務局教育部

生涯学習課に置いた。 

 

４．本計画は、史跡池上曽根遺跡再整備計画策定委員会、文化庁文化資源活用課、大阪府

教育庁文化財保護課の指導・助言を得て、和泉市教育委員会、泉大津市教育委員会が

策定した。 

 

５．本事業は、計画策定支援業務を株式会社緑景に委託して行った。 

 

６．本書の作成にあたり、多くの方がたおよび機関・団体に、ご指導、ご協力をいただい

た。ここに記して、深く感謝申し上げる。 
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第 1章 計画策定にあたって             
第 1節 計画策定の経緯と目的 

 1 経緯                                     
池上曽根遺跡は、1903（明治 36）年の発見後、1967（昭和 42）年の大阪府教育委員会による範囲確認調査

を嚆矢とし、その後幾度にもわたる試掘確認調査と発掘調査が行われた。その結果、わが国を代表する弥生時

代の集落遺跡であることが明らかとなり、1976 年（昭和 51）年 4 月 26 日、国史跡に指定された。1990（平成

2）年からは、整備計画が進められ、1995（平成 7）年から、第 1 期整備事業を開始した。そして、2001（平

成 13）年、指定地の一部を池上曽根史跡公園として開園した。史跡公園内にはガイダンス施設として池上曽

根弥生情報館（和泉市、以下弥生情報館）が、史跡指定地の隣接地には泉大津市立池上曽根弥生学習館（泉大

津市、以下弥生学習館）が設置された。その後、2001（平成 13）年から第 2 期発掘調査が行われ、2008（平

成 20）年から 2010（平成 22）年において第 2 期整備エリアの一部の造成工事を実施した。 

開園から 20 年以上が経過した現在、池上曽根史跡公園は、隣接した大阪府立弥生文化博物館とあわせて、

広く学習の場として活用され、あるいは市民の憩いの場として、地域に根ざした史跡公園として親しまれてき

た。また、市街地化が進む当地において、貴重な文化資源として認識されてきた。その貴重な史跡池上曽根遺

跡の価値を確実に未来へ伝え、保存活用を一層進めるため、2021（令和 3）年に「史跡池上曽根遺跡保存活用

計画」（以下保存活用計画）を策定した。 

保存活用計画を策定するなかで、整備後 20 年以上という経年において、世情に合わなかったり、当初の目

的が達成できない状態になったりしている現状が明らかとなった。復元施設や施設、設備は老朽化し、破損が

目立つようになってきており、木材の腐食や自然災害による倒壊など来園者に対して安全性の確保に問題が生

じた際は、管理者が部分的な改修や利用の制限などを行い、適切な保全を進めてきたが、1993（平成 3）に策

定（2008（平成 20）年改訂）した史跡池上曽根遺跡整備基本計画において保全だけでは効果的な保存活用を

行うために十分ではなく再整備の必要性が課題として浮き彫りになった。 

そこで、保存活用計画の基本理念である「弥生時代の大いなる営みの記憶を伝え、人びとが集う、憩う、学

ぶ、そして育つ池上曽根遺跡」をめざし、市街化が進む周辺環境と調和した史跡公園となるよう、保存活用計

画を踏まえた再整備・第 2 期第 2 次整備計画を策定するものである。 

 

 2 目的                                     
史跡池上曽根遺跡整備基本計画に沿った第 1 期整備が実施されてから、20 年以上が経過した。その時間の

流れの中で当初計画では想定していない問題点などが明らかとなり、そのため史跡池上曽根遺跡の本質的価値

を伝えることに支障が出ている事例もある。 

たとえば整備エリア内の造成地について、当初、弥生時代中期の地形を復元したが、盛土の流出と沈下がお

こり、これを復元するには多額の費用が必要であると同時に周辺環境への影響など、想定外の問題が発生して

いる。 

また整備に当たって、人と人との対話によって池上曽根遺跡を学ぶことを目的として、案内板や解説板を最

小限にとどめ、解説によるふれあいを重視してきたが、史跡公園の日常管理や来園者への解説を委託している

地域住民を中心とした任意団体の高齢化や人数の減少により、当初の目的が達成されていない部分も明らかに

なってきた。このように、ソフト面での見直しの必要性も生じている。 

20 年にわたる史跡公園の運営経験により、また技術の進歩などの影響により、当初の整備コンセプトを継

承していくことが、恒久的に史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝える有効な手段であるかを検証する必要が生

じた。また和泉市・泉大津市が行政機関として十分な市民サービスを実施するためには、コストパフォーマン

スの向上が求められていることから、史跡公園の維持管理に関する長期的な視点や、より長く安全に利用して

いくためのコストの縮減という観点も必要である。 

本計画において、これまでの整備内容が整備基本方針と整合しているか、全体整備のなかでの役割や内容に

沿った利用がされているかなどについて検証・評価を行い、池上曽根遺跡を適切に保存し、その価値を伝え、

市民が地域の宝として愛着を深め、さらなる活用を推進していくために、再整備及び第 2 期第 2 次整備計画の

基本的な方向性や整備内容、スケジュール等を定めることを目的とする。 
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 3 範囲                                     
池上曽根遺跡の史跡指定地は、11.5ha（和泉市 91,631.26 ㎡、泉大津市 23,012.18 ㎡）であり、そのうちの

3.5ha が第 1 期整備事業として整備され、現在史跡公園として公開されている。第 2 期整備範囲は 3.6ha であ

り、第 1期整備地の北側で隣接する部分の約 1.3haについては、第 2期第 1次整備として盛土が行われている。

第 3 期整備範囲は、国道 26 号東側と未公有化地とする。また、計画のエリア分けとして府道松ノ浜曽根線を

境に、北側を「北エリア」、南側を「中央エリア」、国道 26 号を境に東側を「東エリア」とする。 

本計画の対象範囲は、第 1 期整備事業を実施した範囲及び第 2 期整備範囲内の条件の整った範囲とする。 

表 1-1 整備のスケジュール 

  本計画の対象範囲   

 再 整 備   

整備 第 1 期 
第 2 期 第 2 期（第 3 次以降） 

・第 3 期 第 1 次 第 2 次 

実施年度 
1990（平成 2） 

～ 
2001（平成 13） 

2002（平成 14） 
～ 

2010（平成 22） 

2023（令和 5） 
～ 

2026（令和 8） 
2027（令和 9）以降 

整備範囲 

(整備面積) 

（3.5ha） （1.3ha）  （3.6ha）  

（4.4ha）  

基本設計に基づく整備の完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北エリア 

弥生学習館 

自由広場区域 

未整備区域 体験学習区域 

中央エリア 

体験学習区域 

未整備区域 

多目的広場区域 

東エリア 

未整備区域 

復元区域 未整備区域 

弥生情報館 

入口広場区域 

図 1-1 時期別整備地図 
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写真 1-1 第 1期整備地（入口広場区域） 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-2 第 1期整備地（復元区域） 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-3 第 1期整備地（多目的広場区域） 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-4 第 1期整備地（体験学習区域） 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-5 第 2期整備地 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-6 第 3期整備地  
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第 2節 委員会の設置と経緯 

 1 委員会の設置                                 
計画策定は、和泉市、泉大津市が共同し、文化庁の補助事業として実施した。期間は、2021（令和 3）年度

の 1 ヶ年とし、本計画を策定するにあたり、「史跡池上曽根遺跡再整備計画委員会設置規約」（令和 3 年 4 月 6

日施行）に基づき、考古学、遺跡整備、環境学、観光学の学識経験者によって構成される「史跡池上曽根遺跡

再整備計画策定委員会」（以下、策定委員会）を設置した。 

策定委員会は、文化庁及び大阪府教育庁の指導・助言をふまえつつ、再整備・第 2 期第 2 次整備計画を検討

した。 

 

＜組 織＞ 

委 員 

委員長 伊藤  淳史 考古学 
京都大学大学院文学研究科附属 
文化遺産学・人文知連携センター 助教 

副委員長 今西  純一 環 境 
大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 
地域生態学研究グループ 教授 

 

長友  朋子 考古学 立命館大学 文学部教授 

前川  歩 遺跡整備 
独立行政法人 国立文化財機構 
文化財防災センター 主任研究員 

永瀬  節治 観 光 和歌山大学 観光学部准教授 

 

指導・助言 市原 富士夫（文化庁文化資源活用課 整備部門 調査官） 

大阪府教育庁文化財保護課 

事務局 和泉市教育委員会 文化遺産活用課 

泉大津市教育委員会 生涯学習課 

 

 2 委員会記録                                  
検討委員会は 2021（令和 3）年度に 3 回開催した。 

 

【第 1回検討委員会】 

日時：2021（令和 3）年 8 月 19 日（木）13 時 30 分～16 時 

会場：弥生学習館 

＜協議事項＞ 

・委員長、副委員長の選出 

・再整備・第 2 期第 2 次整備計画の概要と構成（目次） 

 

【第 2回検討委員会】 

日時：2021（令和 3）年 11 月 29 日（月）13 時 30 分～16 時 

会場：弥生学習館 

＜協議事項＞ 

・第 4 章、第 5 章について 

 

【第 3回検討委員会】 

日時：2022（令和 4）年 3 月 11 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分 

会場：弥生学習館 

＜協議事項＞ 

・全体の構成と修正について 

 

 

 

 

写真 1-7 第 1回検討委員会 

写真 1-8 第 2回検討委員会 

写真 1-9 第 3回検討委員会 
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図 1-2 和泉市・泉大津市及び史跡の位置 

第 3節 池上曽根遺跡の概要 

 1 遺跡の位置                                  
池上曽根遺跡は、和泉市池上町、泉大津市曽根町に広がる。和泉市・泉大津市は現在の行政区画では 2 市に

分かれるが、古代には和泉国の一部をなし、内陸に位置する和泉市域に和泉国府が、大阪湾に面する泉大津市

域に国府外港が置かれていたといわれる。古くから両市の関係性は強く、史跡池上曽根遺跡の名称についても

和泉市池上町、泉大津市曽根町に広がることに由来しており、歴史上、両市は分かちがたい環境にある。 

和泉市と泉大津市の市境付近は、おもに信太山丘陵の北西端部にある低位段丘及び扇状地が侵食されて段丘

化した微高地で、そこでは古くから人びとが生活を営み、多くの遺跡を形成した。池上曽根遺跡もそうした遺

跡の一つである。 

現状ではほぼ平坦であるが、段丘面を開削して刻まれた数メートル規模の埋没谷や埋没河川がいくつも存在

することが確認されており、自然流路がルートを変えながら流れていたことが窺える。北西方向約 1.8km 先に

は当時の海岸線があり、遺跡から海岸線までは湿地帯が広がっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 発掘調査の概要                                
1903（明治 36）年頃、池上町在住の南繁則氏による遺物の発見がきっかけとなり、池上曽根遺跡の存在が

明らかとなった。1964（昭和 39）年に建設省により「第二阪和国道」の建設計画が発表されたことで本格的

な発掘調査を実施することとなった。1967（昭和 42）年に、大阪府教育委員会が範囲確認調査を実施し、南

北約 1,000ｍ、東西約 500ｍの範囲に遺跡が広がっていることを確認し、国道予定地の発掘調査が実施される

こととなった。1969（昭和 44）年から発掘調査が開始され、弥生時代中期を中心とした巨大な環濠集落であ

ることが判明した。稠密に分布する遺構が検出されるとともに、多種多様な土器、石器、木製品、動植物遺骸

等が膨大に出土したことから、弥生時代の集落構造の発展過程の実態を実証的に把握することができる遺跡と

評価され、1976（昭和 51）年 4 月 26 日に国の史跡に指定された。 

史跡を保存するための整備事業計画が進められ、1990（平成 2）年より史跡整備に伴う発掘調査が実施され

た。第 1 期調査（1990（平成 2）年～2000（平成 12）年）、第 2 期調査（2001（平成 13）年～2007（平成 19）

年）、第 3 期調査（2011（平成 23）年～2013（平成 25）年）の 3 期にわたり、約 9,000 ㎡を調査した。 

第 1 期調査では、集落の中心部で弥生時代最大級の大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸を検出し、その周辺

からは、祭祀にともなうと考えられる遺構群も検出された。また、環濠周辺に居住空間を検出する等、多くの

成果を得ることができた。さらに大型掘立柱建物の柱穴から出土した柱材を測定した結果、そのうち 1 本が紀

元前 52 年に伐採されたことが明らかとなり、弥生時代の実年代観を 100 年さかのぼらせるものとして、世間

に大きなインパクトを与えた。これらの成果を基に第 1 期整備は、大型掘立柱建物を中心とした弥生集落の再

現を前提に進められた。 

第 2 期調査では掘立柱建物等が検出され、第 3 期調査では環濠の外側で斜面に石を貼り付けた方形の土壇状

の遺構が検出された。史跡指定後に実施された 3 期にわたる発掘調査によって、池上曽根遺跡の重要性、多様

性がいっそう浮き彫りになった。 
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写真 1-10 大型掘立柱建物    写真 1-11 大型刳り抜き井戸  写真 1-12 大型掘立柱建物の柱材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 池上曽根遺跡調査地点 
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第 4節 整備事業について 

和泉市、泉大津市では池上曽根遺跡の保存活用を図るため、指定地の公有化を進めるとともに、大阪府も加

わって整備計画を作成した。それに基づき 1995（平成 7）年から 2001（平成 13）年にかけて、第 1 期整備事

業を実施し、引きつづき第 2 期整備のための発掘調査及び基礎整備を実施した。 

再整備・第 2 期第 2 次整備計画を策定するにあたり、1989（平成元）年度に作成された「史跡池上曽根遺跡

整備計画基本構想」（以下、基本構想）における基本理念や基本方針をあらためて以下に記し、これまでの整

備内容を確認する。 

 

 1 史跡池上曽根遺跡整備計画基本構想                      
《基本理念》 

国指定史跡池上曽根遺跡を保存、復元整備するとともに、都市化が進展する地域に広がる歴史公園として都

市計画との整合を図り、都市機能の充実に努め、魅力ある史跡公園として多くの人びとに親しまれ活用される

計画とする。 

《基本方針》 

 

 

環濠を原位置にイメージ的に復元し、集落単位のトータルな空間を再現する。住居、井戸、方形周溝墓等の

生活施設を復元し、当時の植生（有用植物、自然植生）も再現する。また、屋外での解説やサイン展示、定期

的な遺物の展示を行い、弥生文化博物館との連携を深め、衣・食・住に関する製作や農耕生活の体験を通じ弥

生時代の生活様式を体感できるようにする。 

 

 

池上曽根遺跡の変遷を理解するため、弥生時代の水田から条里制に至る古代の農耕技術を解説展示する。ま

た、古代・中世の遺跡の変遷の解説展示も行う。 

文化財保存技術の研究、研修を重ね、発掘調査過程の解説展示を行い、出土品を組み立て展示する。地域の

歴史、文化財に関するイベントを開催し、周辺の遺跡や博物館、美術館等を結びつけるネットワークの一つの

拠点とする。 

 

 

自然味あふれる緑豊かな緑地空間として機能するため、郷土の森を育成し、自然学習の場とする。急速に市

街化が進行する本地域であるため、都市計画との整合性を図りつつ史跡外周部、国道 26 号・新設府道の沿道

部に緑地帯を設置し、季節感あふれる植栽計画を行う。 

幼児から老人まで利用できる多目的空間、ピクニックからスポーツまで楽しめる多目的空間、地域のコミュ

ニティ活動から多様なイベントまで開催できる空間を設置し、憩い、集い、楽しめるレクリエーション空間を

創造する。 

 

 2 第 1期整備事業の概要                              
1．大規模遺跡総合整備事業から地方拠点史跡等総合整備事業へ 

1990（平成 2）年度から基本計画、基本設計を行い、1995（平成 7）年度より事業面積 3.5ha、事業期間 5

ヶ年（1995（平成 7）年度～1999（平成 11）年度）、補助対象経費 10 億円（国 50％、府 25％、市 25％）で第

1 期整備を実施することになった。1997（平成 9）年度に「地方拠点史跡等総合整備事業（歴史ロマン再生事

業）」に移行し、事業期間を 2000（平成 12）年度迄の 6 ヵ年、補助対象額 12 億円に改めた。 

この整備事業実施中に体験学習施設について再検討を行い、南部の公園入口に建設予定だった体験学習運営

施設は史跡公園のインフォメーションと便益施設としての機能に特化することとなり弥生情報館として整備

した。また、史跡指定地の北に隣接する畔田公園内に弥生時代の体験学習ができ、出土品の保管・展示機能も

備えた体験学習管理施設を建設することとなり弥生学習館として整備した。 

2．事業内容 

主な整備内容は、以下のとおりである。 

1）弥生時代の地形、植生の復元、大型掘立柱建物、大型刳り抜き井戸、竪穴住居等の復元によって、弥

生時代の生活空間を再現した。 

1．池上曽根遺跡の意義、内容を深く理解できる場とする 

3．都市基盤施設としての緑地・レクリエーション空間として機能する場とする 

 

2．地域の歴史、文化財等に興味をいだく契機となる役割を果たす場とする 
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2）来園者が「弥生時代」や「池上曽根遺跡」について学ぶとともに、当時の生活を追体験するために必

要な情報を与えるための施設を建設した。 

3）体験学習のための講座や実習を行うとともに、史跡公園の管理を行うため、史跡北側の隣接公園内の

体験学習管理施設を建設した。 

4）公園設備として電気設備、給排水設備、フェンス設置、園路工、広場造成等を行った。 

なお、1）2）4）の大半が和泉市域に位置することから、これらの実施については和泉市が事業主体となっ

て整備し、3）は建設場所が泉大津市の都市公園内となることから、泉大津市が事業主体となった。 

2001（平成 13）年 5 月、史跡指定地の約 1／3 に当る 3.5ha が池上曽根史跡公園として開園した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-13 復元広場       写真 1-14 弥生学習館       写真 1-15 芝生広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 第 1期整備  



9 

 

 3 第 2期第 1次整備事業の概要                          
第 1期整備事業終了後、直ちに第 2期整備事業の一環として第 2期発掘調査に着手した。その成果を受けて、

2008（平成 20）年に基本設計の改定が行われた。また、第 2 期整備予定地の一部（図 1-5 着色部）、第 1 期整

備地の北側に隣接した 8,000㎡に対して第 2期第 1次整備事業として盛土し、多目的な広場造成を行った（2008

（平成 20）～2010（平成 22）年度）。盛土は第 2 期整備事業の予定盛土高の約 50％に止め、本格整備の段階

での調整を可能にした。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1-16 発掘調査の状況    写真 1-17 盛土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 第 2期第 1次整備  
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 4 史跡池上曽根遺跡整備基本設計                         
基本計画に基づき、1991（平成 3）年度に「史跡池上曽根遺跡整備基本設計」を作成した。その後、平成 2

年度以降の発掘調査成果を基に、1994（平成 6）年度に指定地南部の第 1 期整備予定地に対して基本設計の改

訂を行い、第 1 期整備事業が終了した後、直ちに第 1 期整備地の北側一帯を対象に第 2 期発掘調査を実施した

（2001（平成 13）年度～2007（平成 19）年度）。その成果を踏まえ、2008（平成 20）年度に基本設計を改訂

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-６ 基本設計平面図  
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第 2 章 現状と課題                 
第 1節 整備からの 20年を経て 

 1 史跡の本質的価値について                           
2020（令和 2）年に策定された史跡池上曽根遺跡保存活用計画において史跡池上曽根遺跡の本質的価値と

その構成要素について整理を行った。 

指定理由によれば、池上曽根遺跡は、「近畿地方における稀に見る大規模なしかも長い歴史を有する集落

跡であり、その構造なり展開も極めて重要な所見をもたらすものである。単に弥生時代の実際を伝えるだけ

でなく、古代史の動向なり展開をうかがう上で大きな意味を持つ遺跡」とされている。弥生時代の全時期を

通じて人びとが暮らした集落であり、周囲に二重の環濠を巡らせた大規模集落であることが、大きな指定理

由であり、「弥生時代を通じて営まれた、全国有数の大規模環濠集落」ということが、もっとも根本的な本

質的価値といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弥生時代を通じて営まれた全国有数の大規模環濠集落 

池上曽根遺跡で集落が成立した初期段階である前期後半には、すでに環濠が掘られている。中期

初頭には前期で掘られた環濠を廃し、ひと回り大きな直径約 300ｍの環濠を掘削する。最盛期を迎

える中期後半には、環濠が囲む範囲がさらに広がるうえに、外側にもう 1 本の濠が掘削され、二重

の環濠で南北 450ｍ以上、東西 320m 以上を囲む複合的な構造をもつ集落へと発展・変貌する。池

上曽根遺跡の展開を考えるうえで、環濠の消長は大きな手がかりを与えてくれる。 

1.環濠が二重に巡る大規模な集落 

 

弥生時代中期後半、集落の中心には大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸が南北に並んでいた。こ

れらはそれぞれが全国的にみてもきわめて大規模な建造物であり、また掘立柱建物と井戸が明らか

に関係性をもって配置されている事例は列島では類がなく、池上曽根遺跡の弥生集落としての希少

性と特殊性を端的に示すものである。大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸は、池上曽根遺跡の性格

や周辺地域の集団との関係を考察するうえでも、重要なものである。 

2.集落中心に位置する大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸 

弥生時代中期後半に最盛期を迎えた池上曽根遺跡の大環濠集落では、空間を「祭祀」・「生産」・「日

常生活」・「墓域」等の役割で区分していたことがわかっている。池上曽根遺跡は、集落全体を目的

別に区画し空間を使い分けていたことがわかる非常に貴重な事例であり、弥生時代の集落研究に大

きく寄与することは明らかである。 

3.祭祀、生産、生活の場を意識した集落の空間構成 
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池上曽根遺跡において発掘調査が完了した範囲は史跡指定地全体の 1/4 にすぎず、史跡の 3/4

は未調査である。調査が完了した部分についても、弥生時代中期後半の遺構確認を目的とし、遺

跡の保存を前提とした調査であったため、中期後半以前の遺構・遺物は未調査のまま地下に遺さ

れている。池上曽根遺跡の地下には今なお多くの重要な遺構、遺物が眠っており、今後の調査等

で新たな発見がなされる可能性を大いに秘めている。 

5.いまなお地下に眠る、多くの遺構、遺物 

 

 

池上曽根遺跡の発掘調査成果に基づく研究成果は、これまで、弥生時代研究に 3 つの大きなイ

ンパクトを与えた。1 つ目は、国道 26 号の調査において弥生時代前期から後期に至る大規模な集

落であることが明らかになったことである。2 つ目は、集落の中心から大型掘立柱建物と大型刳

り抜き井戸が関係性をもって確認され、大型掘立柱建物の柱材の一つが年輪年代測定法により紀

元前 52 年に伐採されたという結果が出たことである。3 つ目は大型掘立柱建物と大型刳り抜き井

戸の存在がマスコミ等で大きく報道されたことから、研究者間だけでなく世間からも大きな注目

を集め、多方面から池上曽根遺跡の集落論について考察・議論されたことである。このように、

池上曽根遺跡の調査は、学術・研究史上に大きなインパクトを与え、世論も巻き込む考古学ブー

ムを生み出した。 

6.弥生時代研究における画期的な成果 

池上曽根遺跡からは、土器、石器、木器、金属器等多種多様な遺物が豊富に出土しており、活

発な生産活動・交流が行われていたことが明らかになっている。このような出土遺物や遺構が示

す集落内での活発な生産活動と遠方との物流は、池上曽根遺跡がモノと人との交流の一大拠点で

あり、和泉地域と他地域を結ぶ重要な結節点であったことを物語っている。 

4.活発な生産活動と流通拠点 
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 2 本質的価値を伝えるために                           
池上曽根遺跡の特徴をよりリアルに、よりわかりやすく理解でき、弥生時代について学ぶことができるよう、

また感じられるように、発掘調査の成果をもとに復元施設等を整備した。復元する際には、史跡公園全体にス

トーリーをもたせることで池上曽根遺跡に暮らした人びとの生活に入り込むことができるように配慮した。 

大型掘立柱建物の柱のひとつが、年輪年代測定により紀元前 52 年に伐採されたことが明らかになったこと

から、史跡公園全体を池上曽根遺跡が最も栄えた「紀元前 50 年前後の集落の様子」をテーマにしている。 

 

１ 復元施設 

○復元広場（祭祀空間）： 図 2-1 ①②③⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑬ 

発掘調査の成果を受けて、集落中心部の祭祀空間を復元した。祭祀空間の中心には、全国でも最大級の大型

掘立柱建物と大型刳り抜き井戸を復元し、来園者にインパクトを与えている。その大きさだけでなく、大型掘

立柱建物と大型刳り抜き井戸がセットで確認されている例は他に無く、池上曽根遺跡の大きな特徴である。上

屋構造は調査で判明しなかったが、整備委員会で検討したうえで決定し、弥生時代にできるだけ近い工法を用

いて整備した。大型掘立柱建物の内部構造や床板も当時の工法を採用し、建物内で祭祀を行ったことを想定し

て内部の柱に木偶を取り付ける等、細部にもこだわって復元している。 

大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸の周りには、祭祀に関わる遺構を復元した。なかでもサヌカイト埋納遺

構は全国でも類をみないものであり、本質的価値を伝えるために重要な復元施設である。 

祭祀空間の周辺には金属器製作を含む工房群が広がることを想定して掘立柱建物を復元した。掘立柱建物の

上屋構造は、弥生時代の絵画土器を参考に決定した。絵画土器に描かれている建物屋根は、切妻造と寄棟造が

おおよそ半々であることから、両方の屋根形状の建物を 1 棟ずつ復元した。またうち 1 棟は、風を嫌う作業を

行っていたことを想定し、草壁を取り付けた。集落の中心部に近い場所に、生産のための場があったことを復

元することにより、金属器の生産がいかに重要であったかを示している。 

 

○復元広場（居住空間）： 図 2-1 ④⑮ 

環濠の内外に見つかった多くの竪穴住居のうち一部を復元施設により表現した。池上曽根遺跡は 500 年にわ

たって人びとが暮らした集落であることから、複数世代の暮らした住居が同時併存すると想定した。史跡公園

のテーマである「紀元前 50 年前後」は、ちょうど竪穴建物の平面形が円形から方形へ移り変わる時期である

ことから、円形と方形を復元し、また、先代の住居は撤去されず、自然に風化していったと想定し、埋もれた

住居、埋もれかかった住居を同時に表現することで、時間の移り変わりを表現した。自然素材を使用し、でき

るだけ弥生時代の工法を用いて復元したことで、弥生時代のくらしをわかりやすく伝え、当時の人びとが暮ら

した住居環境について理解することができるように配慮した。 

   

○環濠： 図 2-1 ⑧⑫ 

池上曽根遺跡が環濠集落の最も重要な本質的価値である。環濠について理解を深められるように様々な形で

復元している。復元広場（居住空間）では、史跡公園のテーマである「紀元前 50 年前後」の環濠の状況とし

て、内側の環濠は埋没し、外側の環濠が開口している様子を復元し、入口広場では、発掘調査での出土状況を

復元した。復元方法を工夫したことで、池上曽根遺跡に対する理解だけでなく発掘調査の様子なども理解でき

るようにし、考古学をより身近に感じ、その成果で史跡公園が整備されたことを伝えることができるよう工夫

した。 

 

２ 施設 

○弥生情報館 

池上曽根遺跡及び史跡公園の理解を深めるための入口となるガイダンス施設である。また、ボランティアガ

イドの拠点、情報発信の拠点となるよう設置した。 

 

○弥生学習館 

池上曽根遺跡の歴史を概観し、弥生時代に関連した体験学習を行うことを目的として設置された施設である。 

館内には「見る」以外に「触れる」・「聞く」・「装う」・「つくる」などの要素を持つ展示と体験学習が随所に

盛り込まれている。  



14 

 

３ 設備 

弥生時代の集落のイメージを壊さないよう、できる限り看板やその他設備の形状に配慮したり、配置数を少

なくしたりした。 

 

４ 樹木 

○史跡公園内 

発掘調査の際に実施した花粉分析で見つかった樹種を中心に、植樹を行い弥生時代の植生に近づけるように

した。 

 

○史跡公園外 

史跡公園内を外部と遮断した弥生時代の空間を演出するため、道路との境界には街路樹を配置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北エリア 

中央エリア 

９ 

１１ 

 

１０ 

 

１２ 

５ 

６ 

1 

 

３ 

３ 

２ 

16 

 

７ 

８ 

４ ４ 

４ 

13 

13 

１5 

１４ 

  番号 復元施設の名称 

中
央
エ
リ
ア 

立
体
復
元 

① 大型掘立柱建物 

② 大型刳り抜き井戸 

③ 
切妻屋根掘立柱建物 

寄棟屋根掘立柱建物 

④ 

埋もれかけた円形竪穴住居 

円形竪穴住居 

方形竪穴住居 

⑤ 小型竪穴建物 

⑥ 立柱 

⑦ 方形井戸 

遺
構
復
元 

⑧ 環濠 

⑨ ｻﾇｶｲﾄ埋納遺構 

⑩ ｲｲﾀﾞｺ壺埋納遺構 

⑪ 土器埋納遺構 

平
面
表
示 

⑫ 環濠表示 

⑬ 区画溝表示 

⑭ 谷地形表示 

⑮ 竪穴住居表示 

北 エ
リ
ア 

平
面 

表
示 

⑯ 自然流路表示 

 

図 2-１ 史跡指定地内の復元施設の位置図 
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 3 本質的価値をどのように伝えてきたか                      
整備から 20 年経過し、史跡池上曽根遺跡の本質的価値をどのように伝えることができたか、史跡公園が果

たしてきた役割とはどのようなものであるのかについて、史跡池上曽根遺跡整備計画基本構想における基本方

針に沿ってまとめる。 

 

池上曽根遺跡の意義、内容を深く理解できる場 
 

成功したポイント うまく機能しなかったポイント 

 
・植栽により周辺空間と遮蔽することで、史跡公園
内は弥生時代の雰囲気を体感できる空間となって
いる。 

 
・復元建物、インフォメーションセンター（弥生情
報館）、体験学習施設（弥生学習館）を整備するこ
とで、五感で遺跡を体験するというコンセプトに
沿うことができ、本質的価値を伝えることができ
ている。 

 
・大阪府立弥生文化博物館で弥生時代のことを学ん
だ後、復元エリアで弥生時代を体感し、弥生学習
館で弥生時代のものづくりの体験をおこなうコー
スが小学校の校外学習として定番化し、毎年、和
泉市、泉大津市だけでなく、大阪府内をはじめ近
隣県からも多くの団体見学者が訪れることで、総
合的な理解を深めることができている。 

 
・弥生情報館はガイダンス施設として、希望する見
学者へのガイドをおこなっているほか、隣接する
利便施設とあわせて来園者の貴重なレストスペー
スとなり、池上曽根遺跡の理解を深めるために寄
与してきた。 

 
・弥生学習館の展示ホールは、大型掘立柱建物と大
型刳り抜き井戸の発掘調査時の様子を俯瞰してみ
ることができる仕掛けとなっており、池上曽根遺
跡や発掘調査を体感できると好評をはくしてい
る。 

 
 
 
・五感に訴えかける仕掛けによって、弥生時代 
を体感し、本質的価値を伝えるための効果は 
得られた。 

 

 
・現代の周辺空間と遮蔽し、弥生時代の雰囲気をつ

くり出すために史跡公園周辺に植栽をおこなった
が、遮蔽した空間になりすぎた。 

 
・史跡公園開園後の新たな弥生時代研究の結果が反

映できていない。 
 
・弥生情報館はガイダンス施設として、史跡池上曽

根遺跡の内容を伝えるべきであるが、十分な情報
提供ができていない。 

 
・弥生学習館は、弥生時代を体験学習することがコ

ンセプトであるため、体験メニューが偏ってしま
う。 

 
・弥生時代の雰囲気を大切にするため、解説版等を

できるだけ設置しなかったが、池上曽根遺跡の内
容を十分に理解するための情報が少なくなってし
まった。 

 
・弥生時代の池上曽根遺跡を深く理解できるよう、

復元建物の素材や工法をできる限り弥生時代と同
じにしようと、見えない箇所にもこだわったが、
来園者に伝えきれず、十分な効果を発揮したとは
言えない。 

 
・維持管理経費が管理者の大きな負担となっており、

発展的な事業展開に経費を割くことが難しい。 
 
 
 
 
・本質的価値をより深く理解するための情報を 
十分に伝えることができなかった。 

 

 

 

 

池上曽根遺跡の価値を伝えるために復元施設や施設は重要であり、永く維持しておく必要がある。 

また、それらを活用するための体制づくりも必要である。 
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地域の歴史、文化財等に興味を抱く契機となる役割を果たす場 
 

成功したポイント うまく機能しなかったポイント 

 
・復元施設、特に大型掘立柱建物と大型刳り抜き井
戸は池上曽根遺跡を象徴するものとして広く周知
されており、池上曽根遺跡を知るきっかけとなっ
ている。 

 
・弥生学習館は、展示も体験であるという考え方に
より自ら行動をおこさないと見学できないよう、
引き出しに収納されていたり、のぞき込まないと
見ることができなかったりする仕掛けとなってお
り、子供たちが引き出しを覗き込む姿がよく見受
けられ、好奇心を抱かせることに成功している。 

 
 
・弥生学習館では、事前予約なしで弥生時代につい
て体験できる体制を整えているほか、定期的に学
習体験講座、文化財を学ぶ講座、出張講座を実施
し文化財への興味を引き出している。 

 
・史跡公園で様々なイベントを実施することで、歴
史に興味のない方にも史跡公園に足を向けてもら
い、歴史に興味を抱く契機を作っている。 

 
・史跡公園と大阪府立弥生文化博物館が連携して事
業や見学者の受け入れを行うことで、来訪者の満
足度を上昇させることができている。 

 
・大阪府立弥生文化博物館、弥生情報館、弥生学習
館が連携した企画展や講座を実施することで、老
若男女にアプローチできている。 

 
 
 
・史跡公園にある復元建物や施設は、本質的価 
値を伝えるためにそれぞれが機能し、池上曽 
根遺跡を中心とした地域の歴史や文化財等に 
興味を抱く契機を作り出すことができた。 

 

 
・史跡と知らずに来園した利用者に、弥生時代の遺
跡であることを伝える機会の創出が足りなかっ
た。 

 
・大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸のイメージが
強すぎて、その他の部分の興味や理解の深化が図
れていない。 

 
・弥生学習館では、ものづくりに重点を置きすぎ、
作ったことでどのように弥生時代を学ぶか、池上
曽根遺跡とはどのような遺跡なのか、という点に
まで踏みこむことができない講座があった。 

 
・弥生情報館での情報発信が不十分であったため、
歴史への興味を深める機会を十分に作れなかっ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・池上曽根遺跡に興味を抱かせることには成功 
したものの、それを深化させるには至らなか 
った。 

 

 

 

 

遺跡や歴史に興味がある・ないにかかわらず、地域の歴史に対しての興味や理解を引き出すための仕掛け

づくりが必要である。 
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都市基盤施設としての緑地・レクリェーション空間として機能する場 
 

成功したポイント うまく機能しなかったポイント 

 
・史跡公園という広い空間は、イベントなどにも活
用され、地域のコミュニティの場となっている。 

 
・本質的価値を伝えるために、まず史跡公園に足を
運んでもらう必要があることから、老若男女がピ
クニックやスポーツなどを楽しめ、地域のコミュ
ニティ活動や多彩なイベントが開催できる空間を
設置した。このことで、多くの人々が日常的に利
用しやすい空間となっている。 

 
・地域住民からは日常的に散歩やウォーキングコー
スとして利用されたり、地域活動の場としてグラ
ンドゴルフやバザー等で活用されており、地域に
根付いた史跡公園となっている。 

 
・地域住民を中心として組織された任意団体「池上
曽根遺跡史跡公園協力会」（和泉市）、「池上曽根弥
生学習館協力会」（泉大津市）のおかげで、地域住
民がより池上曽根遺跡に愛着を持ち、また地域の
宝として外部に発信する役割を担ってきた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・市街地化が進むなかで、史跡公園は貴重な 
レクリエーション空間としての役割を果た 
している。 

 

 
・弥生時代の植生（有用植物・自然植生）に配慮し

た植樹を再現し、季節感あふれる植栽をおこなっ
たが、管理が難しく、管理上の都合を優先した結
果、再現した弥生時代の植生が崩れてしまったと
同時に、憩いの広場となるはずの広場の芝生が根
付かなかった。 

 
・緑が少なく日影が少ないという「長時間滞在がし

にくい公園」になっている。 
 
・大規模なイベントの実施は、池上曽根遺跡の認知

度を上げるために一定の効果をあげたが、イベン
ト時以外の集客にはつながらなかった。 

 
・史跡公園中央エリアの日常管理と来園者への解説、

案内は「池上曽根遺跡史跡公園協力会」が担って
いるが、メンバーの減少、高齢化が進んでおり、
結成当初のような精力的な活動が実施されにくく
なっている。 

 
・史跡公園北エリアは、「池上曽根弥生学習館協力会」

が第 1 期整備地及び未整備地の一部の日常管理を
担っているが、メンバーの減少、高齢化により、
結成当初のような精力的な活動が実施されにくく
なっており、協力会主催のイベント開催にあたっ
て、支障が出てきている。 

 
 
 
・緑地が少なく、来園者にとって長時間にわ 
たって過ごしやすい空間となっていない。 

 

 

 

 

緑地や休憩できる場所、施設を増やすことで、より市民が集い憩える空間を創出する必要がある。 
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第 2節 史跡整備の現状と課題 

整備から 20 年経過したからこそ見えてきた課題がある。現在抱えている課題を解決し、新たな視点で見直

すことは、史跡池上曽根遺跡の本質的価値を適切に伝えるために必要であることから、課題について整理する。 

 

 1 整備から 20年経った史跡公園の課題                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.設備 
○公園内の防犯対策のための課題 
・防犯対策として施設の利用時間や利用範囲の制限等の検討が必要である。 
・侵入を防ぎ施設を守るためのフェンス設置の検討が必要である。 
・侵入に対する抑止力となる監視カメラ設置の検討が必要である。 
・壊されないように強度を高める材質の検討が必要である。 
・落書きされても容易に消せる表面塗装の検討が必要である。 

○公園内での安全確保のための課題 
・照明灯のデザインと配置の検討が必要である。 
・段差に転落防止柵を設置するなどの安全対策の検討が必要である。 
・将来、段差ができないように土砂の流出対策の検討が必要である。 

2.施設 
○弥生情報館の課題 
・インフォメーション施設としての機能を十分に発揮できていない。 
・中央エリアで唯一のトイレがあるが、当初の設計のままでは、管理に死角ができてしまい、防犯、安全性
に問題がある。 

・定期的な点検と適切な管理が必要である。 
○弥生学習館の課題 
・体験学習メニューが固定化されており、新しい魅力が薄く、リピーターが獲得できていない。 
・資料展示のほとんどが備え付けで、展示替えを容易にできない構造である。 
・定期的な点検と適切な管理が必要である。 

○その他施設の課題 
・公園利用者に対して、風雨や日差しをしのげるような休憩施設等が不足しているため、設置計画の検討が

必要である。 
・適切に維持管理するために必要な施設（ゴミ置き場等の管理施設）の配置計画が無いため、景観を損なわ

ない管理施設の設置計画と設置が必要である。 
・中央エリアと北エリアは府道で遮られており、来園者にわかりにくい構造になっている。 

1.復元施設 
○大型掘立柱建物と井戸を中心とした祭祀空間の課題 

・本来は、大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸を中心とした祭祀空間として見せる予定であったが、大型掘
立柱建物と大型刳り抜き井戸のインパクトが強く、周辺の祭祀空間についての興味や理解の深化が図れて
いない。 

・弥生時代には梯子状の階段で出入りしていたという想定で、梯子状階段を設置したが、一般の見学者が上
るには安全性に問題があり、内部の見学は基本的にはできない。建物内部を見たいという来園者の声に答
えることができていない。 

・製作時のクオリティの高さと規模の大きさから、維持管理費が膨大になり、また点検・修繕計画が無いこ
とから、迅速で計画的な修繕がしづらい状態にある。 

・自然のままの材料を使用しており、腐朽や虫害についての対策が必要である。 
・祭祀に伴う遺構の復元施設について、耐久性に問題があり、何度修復しても破損してしまう状態であり、
復元施設に蓋をして保護するなどしているが、それが自由な見学を阻害し、また弥生時代の祭祀空間とし
ての空間イメージを崩している。 

・設置のコンセプトや、池上曽根遺跡の内容について知らせる手段が薄く、復元施設の効果が十分に発揮さ
れていない。 

・台風（雨、風）地震などの自然災害等への対策が取られていない。また防災設備の定期点検が必要である。 
○掘立柱建物についての課題 
・なぜこの位置に掘立柱建物が存在するか、なぜ 2 種類あるのか説明が足りていない。 
・自然のままの材料を使用したため、腐朽や虫害についての対策が必要である。 
・周囲に風雨を遮るものが何もないことから、台風などの災害の際に被害をうけやすいことがわかったため、

対策について検討が必要である。 
・現在、災害対策の応急処置として、柱をコンクリートの擬木にしているが、復元施設としての発信力を高
めるため、天然素材に戻す必要がある。また、交換した木材を建物周辺に保管しているが、見た目が悪く
なっていることも課題である。 

○竪穴住居群についての課題 
・復元広場（居住空間）の復元コンセプトの説明が不十分である。 
・自然のままの材料を使用したため、腐朽や虫害についての対策が必要である。 
・竪穴住居内は管理の死角になる部分が多いため、管理上防犯、安全対策が必要である。 
・埋もれかけた住居は、掘り込み内には周囲から土砂が流れ込み、柱穴が埋没、平面表示の竪穴住居は、土
砂等の流れ込みにより不明確になっているなど、日常管理の方法を見直す必要がある。 

○環濠についての課題 
・遺構表示の表面がはがれ、環濠が重なりあう土色の違いの表現などがみえなくなっており、また周囲から
の土砂が流れ込み、環濠の中に堆積し本来展示したい姿が保たれておらず、本質的価値を伝えることに支
障をきたしている。 

・環濠について、理解を深めるための解説が不足しており本質的価値を十分に伝えきれていない。 
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4.工作物 
○経年劣化等に対する課題 
・現状の把握と今後の方針の検討をおこなったうえで、現状の仕様と耐久性を考慮した仕様の比較及び持続

可能な修繕計画の検討が必要である。 

5.樹木 
○公園内の樹木に関する課題 

・樹木の配置計画の検討が必要である。 
○街路樹についての課題 

・道路からの見通しが悪く、史跡公園を認識しにくいため、適切な管理と、間伐等について管理者と協議す
る必要がある。 

6.活用 
○弥生情報館、弥生学習館、府立弥生文化博物館の連携に関する課題 

・各施設間の距離が離れ、道路で分断されるなど施設間の回遊力が弱いため、より強固な協力体制等の検討
が必要である。 

・各施設を総合的に活用してもらうために、それぞれの役割を見直す必要がある。 
・イベント等による幅広い活用のためには両市他部署等との連携が必要である。 
・様々なイベントに対応可能な施設計画、設備計画の検討が必要である。 
・利用者が利用できる休憩所、ベンチなどが少ないため、設置の検討が必要である。 

7.管理運営 
○今後の活用と管理運営に関する課題 

  ・指定管理者導入等について検討が必要である。 
  ・専門知識のあるスタッフの配置が必要である。 
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北エリア 

 2 第 1期整備地                                  
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図 2-２ 史跡指定地内の復元施設の位置と施設・設備一覧（中央エリア） 

  

ⅰ復元施設   

ａ立体復元 

① 大型掘立柱建物 

② 大型刳り抜き井戸 
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切妻屋根 
掘立柱建物 

寄棟屋根 
掘立柱建物 
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埋もれかけた 
円形竪穴住居 

円形竪穴住居 

方形竪穴住居 

⑤ 小型竪穴建物 

⑥ 立柱 

⑦ 方形井戸 
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⑧ 環濠 

⑨ ｻﾇｶｲﾄ埋納遺構 

⑩ ｲｲﾀﾞｺ壺埋納遺構 

⑪ 土器埋納遺構 

ｃ平面表示 

⑫ 環濠表示 

⑬ 区画溝表示 

⑭ 谷地形表示 

⑮ 竪穴住居表示 

ⅱ施設 

ａ弥生情報館 

ｂその他の施設 

ⅲ設備 

ａ管理設備 

ｂ電気設備 

ｃ保存のための設備 

ｄサイン・看板 

ⅳ工作物 

ａ園路 

ｂ広場 

ⅴ樹木 

ａ植栽 

ｂ樹木 

中央エリア 

９ 

１１ 

 

１０ 

 

１２ 

５ 

６ 

1 

 

３ 

３ 

２ 

７ 

８ 

４ ４ 

４ 

13 

１４ 13 

１5 



21 

 

 

ⅰ復元施設 

 ａ立体復元 

①大型掘立柱建物  

池上曽根遺跡の中心部から発掘された建物跡は、南北 7ｍ東西 19.2ｍで弥生時代の建物としては大き

く、井戸とセットで出土した例はなく、池上曽根遺跡の中心的な施設に位置づけられるため復元を行っ

た。 

周囲から目立つ大型掘立柱建物は、池上曽根史跡公園のシンボルとなっており、池上曽根遺跡が繁栄

していた当時の状況を伝えるための重要な施設である。 

・整備年度：1997（平成 9）年、1998（平成 10）年 

・修繕年度：2017（平成 29）年――障泥板の一部 

烏止り、千木（南側） 

 

○施設状況 

（現状）・建物は、遺構の状況および出土した土器絵画から議論を重ね屋

根倉形式の高床建物として復元した。 

・屋根の仕様は、葦葺きで破損、劣化のたびに修繕を行っている。 

（課題）・設置から 20 年経過し、傷みがみられる。 

・葦葺屋根の修繕計画の検討が必要である。 

・地盤の沈下、土砂流出がみられ、建物下の土間と広場面と 5 ㎝

程度の段差があり対策が必要である。 

・土間には柱周りに掘り込み穴の大きさ（掘方）を表す表示があ

るが、土砂が堆積し見えなくなっている箇所がある。 

・屋根回りの障泥板、破風板、腰板の改修の検討が必要である。 

・北側千木の改修の検討が必要である。 

〇利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。復元物に触れることについて

も制限はない。 

・内部の公開に関しては、出入りは木製梯子しかなく十二分に安

全に注意を払う必要があることから、職員付き添いの場合に限

り公開している。 

（課題）・傷みが激しくなると見学者の安全を考慮し、見学方法の制限が

必要となる。 

・安全に内部を公開するための仕組みが必要である。 
 

②大型刳り抜き井戸  

クスノキの井戸枠は祭祀に使用した可能性が高く、大型建物とセットで出土した井戸は池上曽根遺跡

では重要な施設として復元を行った。 

祭祀の中心と考えられる井戸は、建物としては小さいが、弥生の環濠集落の生活を伝えるための重要

な施設である。 

・整備年度：1997（平成 9）年、1998（平成 10）年 

・修繕年度：2016（平成 28）年――障泥板、千木 

         2019（令和元）年――井戸屋形 

 

○施設状況 

（現状）・井戸枠は直径 2.3ｍ・厚さ 20cm・深さ 1.2ｍのクスノキで復元

した。また、井戸屋形も復元した。 
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・2019（令和元）年度の修繕は、台風により井戸屋形が崩壊した

ため、柱は新材を使用し、屋根は葺きかえた。 

・井戸枠のクスノキは乾燥が進んだため木材の合わせ目にすき間

が目立つようになっている。また、水に接する箇所に腐食がみ

られる。 

（課題）・井戸枠については経年劣化がみられるため、取り替え等検討が

必要である。 

○利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。復元物に触れることについて

も制限はない。 

（課題）・傷みが激しくなると見学者の安全を考慮し、見学方法の制限が

必要となる。 
 

③切妻屋根掘立柱建物   

弥生時代に描かれた建物の絵には切妻屋根と寄棟屋根がほぼ等しい比率で描かれていることから、切

妻屋根と寄棟屋根の掘立柱建物を各 1 棟復元した。 

集落中心近くには金属器制作を含む工房群が広がっており、掘立柱建物がたくさん建てられていた。

工房を示すため 2 棟の掘立柱建物を復元した。これらの建物は弥生時代の生産を伝えるための重要な施

設である。 

・整備年度：1999（平成 11）年 

   ・修繕年度：2012（平成 24）年 

 

○施設状況 

（現状）・倒壊前に柱の根元が一部腐食している状況がみられた。 

・傷みの少ない部材は再利用を行ったが、茅葺は葺き替えを行い、

柱は強度を確保し、腐食による倒壊を防ぐために仮でコンクリ

ート擬木とした。 

・修繕に際し、当初の設置場所が分かるように南側に少し移動す

る形で再設置した。 

・再利用できない部材は掘立柱建物に保存してある。 

（課題）・柱について、仮の措置としてコンクリート擬木にしたが、史跡

公園のコンセプトを考慮し、景観に配慮した耐久性のある柱と

基礎形状の検討が必要である。 

○利用状況 

（現状）・集落中心近くには金属器制作を含む工房群が広がっており、掘

立柱建物がたくさん建てられていた。工房を示すため 2 棟の掘

立柱建物を復元した。これらの建物は弥生時代の生産を伝える

ための重要な施設である。 

・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。 

・見学者の安全と復元物の破損状況を考慮し、周辺に柵を設置し

内部に入っての見学を制限している。 

（課題）・交換した部材の保管場所がなく、建物の中に置いていることか

ら、景観を阻害しており、弥生時代の利用状況がわかりにくく

なっている。 

・自由な見学のためには、見学者の安全確保と接触による復元物

の破損を防ぐ対策が必要である。 
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③寄棟屋根掘立柱建物 

弥生時代に描かれた建物の絵には切妻屋根と寄棟屋根がほぼ等しい比率で描かれていることから、切

妻屋根と寄棟屋根の掘立柱建物を各 1 棟復元した。 

集落中心近くには金属器制作を含む工房群が広がっており、掘立柱建物がたくさん建てられていた。

工房を示すため 2 棟の掘立柱建物を復元した。これらの建物は弥生時代の生産を伝えるための重要な施

設である。 

・整備年度：1999（平成 11）年 

   ・修繕年度：2018（平成 30）年 

 

○施設状況 

（現状）・倒壊前に柱の根元が一部腐食している状況がみられた。 

・2018（平成 30）年度に修繕を行った。 

・傷みの少ない部材は再利用を行ったが、茅葺は葺き替えを行い、

柱は強度を確保し、腐食による倒壊を防ぐために仮でコンクリ

ート擬木とした。 

・修繕に際し、当初の設置場所が分かるように南側に少し移動す

る形で再設置した。 

・再利用できない部材は掘立柱建物に保存してある。 

（課題）・柱について、仮の措置としてコンクリート擬木にしたが、史跡

公園のコンセプトを考慮し、景観に配慮した耐久性のある柱と

基礎形状の検討が必要である。 

○利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。 

・見学者の安全と復元物の破損状況を考慮し、周辺に柵を設置し

内部に入っての見学を制限している。 

（課題）・自由な見学のためには、見学者の安全確保と接触による復元物

の破損を防ぐ対策が必要である。 
 

④埋もれかけた円形竪穴住居   

環濠周辺では多くの竪穴住居跡が発掘されており、集落内には使用されなくなった住居跡も存在した

と想定し、埋もれかけた竪穴住居を想像復元した。 

当時の環濠集落の風景を感じるためには重要な施設である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・折れた柱等の表現を行っていたが、いたずらや経年劣化により

失われている。 

・土化粧による埋もれかけた円形竪穴住居の形状については、傷

みは少ない。 

（課題）・現状の維持と劣化やいたずらへの対策が必要である。 

・今後の活用について検討が必要である。 

○利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。 

・現在は復元建物の傷みが激しいため復元建物区域の立ち入りを

制限している。 

・周囲から土が流れ込み、柱穴が埋まっているため、何を復元し

た状況なのかわかりにくい。 
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（課題）・自由な見学のためには、見学者の安全確保と接触による復元物

の破損を防ぐ対策が必要である。 

 

④円形竪穴住居   

環濠周辺では多くの竪穴住居跡が発掘されており、紀元前 50 年頃、竪穴住居が円形から方形へと変化

したことが判明した調査結果を表すため、方形竪穴住居と合わせて復元した。 

円形竪穴住居は直径 6ｍの大きな穴の上に、4 本の柱で支える屋根をかけた姿をしており、のちの形状

の方形竪穴住居と合わせて環濠集落の生活様式の変化を学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：1999（平成 11）年 

  ・修繕年度：2019（令和元）年――屋根棟周り 

 

○施設状況 

（現状）・建物内の堰板がいたずらや経年劣化によりほとんど外れてしま

った。 

・垂木の根元が腐食し、き損している箇所があり、危険な状態で

ある。 

・柱には白アリによる被害がみられる。 

・いたずらによる傷みが多く、茅葺屋根に傷みがあるが経年変化

による構造上の問題はない。 

・柱をつなぐツルの傷みが激しく外れている箇所が多い。 

・周堤の外部も土化粧がなくなっている。 

（課題）・堰板が外れている原因はいたずらと思われ、柱下部や基礎部の

構造の再検討が必要である。 

・柱等シロアリや腐食に強い木材の見直しが必要である。 

・土化粧が崩壊し本来の周堤の表現ができていないため、化粧の

材料等の検討が必要である。 

○利用状況 

（現状）・現在は復元建物の傷みが激しいため復元建物区域の立ち入りを

制限している。 

（課題）・自由な見学のためには、見学者の安全確保と接触による復元物

の破損を防ぐ対策が必要である。 
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④方形竪穴住居   

環濠周辺では多くの竪穴住居跡が発掘されており、紀元前 50 年頃、竪穴住居が円形から方形へと変化

したことが判明した調査結果を表すため、円形竪穴住居と合わせて復元した。 

方形竪穴住居は一辺 2.5ｍの四角い穴を掘り、周囲に原始的な壁を立ち上げた形状をしており、最も

労力のかかる穴を作る作業を省略するための形状と考えられる。前の形状の円形竪穴住居と合わせて環

濠集落の生活様式の変化を学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：1999（平成 11）年 

   ・修繕年度：2017（平成 29）年――堰板 

2019（令和元）年――屋根棟周り 

 

○施設状況 

（現状）・4 本の柱の傷みが激しく、屋根を支えるには不安がある。 

・復元当初建物内に設置していた鍋釣り等の設備は無くなってい

る。 

・柱をつなぐツルの傷みが激しく、外れている箇所が多い。 

（課題）・柱等シロアリや腐食に強い木材に変更する等の見直しが必要で

ある。 

○利用状況 

（現状）・現在は復元建物の傷みが激しいため復元建物区域の立ち入りを

制限している。 

（課題）・自由な見学のためには、見学者の安全確保と接触による復元物

の破損を防ぐ対策が必要である。 

 

⑤小型竪穴建物   

周辺には網のおもりやタコツボなどの漁具がたくさん出土し、近くに井戸も出土していることから水

産物の加工施設ではないかと想像し、土屋根、半地下式の室として復元した。 

一辺 1.5ｍと小さく深い竪穴で、その規模に比べて柱穴が大きいことから、重量のある構造と考えら

れ、漁業に関連した施設ということで、小魚などを発酵させて魚醤を作る室と考えられ、環濠集落の食

生活を学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：1999（平成 11）年 

   ・修繕年度：2013（平成 25）年――土屋根、観察用窓 

 

○施設状況 

（現状）・ゲリラ豪雨により土屋根が崩壊したため修繕を行った。当初は

屋根全体に芝生が張られていたが根付かず、土舗装により復元

した。 

・内部がのぞけるように設置した観察用窓の合わせガラスはいた

ずらによる破損が顕著であったためポリカーボネートに交換

した。 

・人止め柵の金属部分に錆が見られる。 

・屋根上部の樹皮置式蓋は強風による破損及び腐食により数回修

繕を行った。 

・安全対策のため周囲に侵入防止柵を設置している。 

（課題）・ポリカーボネートは傷つきやすく透明感がなくなるため観察用

窓に適した材質の検討が必要である。 

・樹皮置式蓋の劣化が早いので、耐久性のある素材や設置方法の

検討が必要である。 
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○利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。 

・見学者の安全と復元物の破損状況を考慮し、周辺に柵を設置し

土屋根に触れられないようにしている。観察窓からの見学には

制限がない。 

（課題）・どのような用途で利用されていたかがわかりやすく伝わるよう

な工夫が必要である。 
 

⑥立柱 

大型掘立柱建物の同時期で棟方向に直交して南北に立てられた立柱 2 基を、北側柱はケヤキ材（φ500、

H＝6.0m）と南側はマツ材（φ400、H＝3.0m）で復元した。 

弥生時代の信仰は十分に解明されていないが、これらの柱は弥生時代の信仰を学ぶための重要な施設

である。 

・整備年度：1999（平成 11）年 

   ・修繕年度：2016（平成 28）年――再設置 

 

○施設状況 

（現状）・南側立柱は 2009（平成 21）年に強風により倒壊した。 

・北側立柱は根元が一部破損していたため、2010（平成 22）年

に来園者の安全を考慮し撤去した。 

・2016（平成 28）年度に立柱 2 基の再設置を行った。再設置の

際、両者ともに根元に鉄骨柱を通した。 

・南側立柱は、上端が二股になっているマツの柱が入手困難であ

ったため、上端部のみコンクリート擬木で再現した。 

・北側立柱は、整備当初からの柱を再利用したため腐食が広がっ

ている。 

・地表部の土盛りは踏圧により表面がはがれている。 

（課題）・南側立柱の上端部のコンクリート擬木は、経年と共に木材との

色の変化が大きくなり景観上問題があるため、材質の見直しが

必要である。 

・柱材の腐食が進行しているので、耐久性のある防腐処理の検討

が必要である。 

○利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。復元物に触れることについて

も制限はない。 

（課題）・傷みが激しくなると見学者の安全を考慮し、見学方法の制限が

必要となる。 
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⑦方形井戸 

4 本の柱に横板を渡して井戸枠とした最古の横板落とし込み井戸である。 

周囲にはイイダコ壺など漁業に関連する遺物が多く、漁業に関連した遺構と同じエリアに復元するこ

とで、環濠集落の食生活を学ぶことができる。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

          

○施設状況 

（現状）・井戸枠の木材に腐食がみられる。 

・通常はいたずら防止のため鋼製の蓋を設置している。 

（課題）・内部の小石がいたずらの道具として使われる可能性があるた

め、安全が確保できる展示の見せ方を検討する必要がある。 

○利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。 

・復元物の破損状況を考慮し、鋼材による蓋を設置し見学を制限

している。 

（課題）・小石の持ち出しなど、復元物の破損につながるようなことがな

いように、展示方法や見学方法を検討する必要がある。 

 

 ｂ遺構復元    

⑧環濠 

中期始めに集落の外周を巡るように掘削された環濠は、最盛期を迎える中期後半に少し位置を変え、

内濠として整備され、掘削されてからは埋まるとそのつど再掘削された。入口広場では発掘調査時の様

子を再現するため、同時併存しない二条の環濠を復元したが、表面の土化粧が無くなり基礎の土が露出・

流出している。 

環濠は弥生時代の環濠集落の大きさを学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：1995（平成 7）年入口広場 

         2000（平成 12）年復元区域 

 

○施設状況 

（現状）・復元区域では中期前半の環濠は埋没し、その外側に中期後半の

環濠が掘削された状況を復元したが、表面の土化粧が無くなり

基礎のコンクリートが露出している。 

・復元区域にある環濠土層断面表示は、表面の土化粧が流出し土

層堆積表示が分からなくなっている。 

・環濠底に土砂が堆積している。 

（課題）・土化粧が崩壊し土が堆積したことで、当初計画の環濠表現がで

きていないため、土化粧の崩壊や土砂の堆積対策の検討が必要

であり、き損部分については修復が必要である。 

・土砂の堆積対策が必要である。 

○利用状況 

（現状）・入口広場周辺は自由に見学でき環濠内に入ることも可能であ

る。復元建物区域はフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は

自由に見学できるようになっている。 

（課題）・傷みが激しくなると見学者の安全を考慮し、見学方法の制限が

必要となる。 
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⑨サヌカイト埋納遺構 

大型掘立柱建物と北側の立柱との間にはサヌカイトが 530 点余りと、石斧や赤色顔料を 3 箇所に分け

て埋納した遺構が確認されたため、本物のサヌカイトを使用し復元した。 

現在はこの遺跡は、サヌカイト剥片で「何か」を包み込んで埋めていた特殊な施設と考えられている。

一部は長い年月で消滅したものと考えられ、弥生時代の祭祀を学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・復元した遺構に設置したサヌカイト剥片は、経年とともに失わ

れ設置時より数が少なくなっている。 

・FRP 製の蓋を作成し、被せることによって土盛りされた状態を

表現できるようにしたが使用していない。 

（課題）・サヌカイト剥片が持ち出されることが無いよう復元方法の見直

しが必要である。 

○利用状況 

（現状）・復元建物区域をフェンスで囲い、史跡公園の開園時間内は自由

に見学できるようになっている。復元物に触れることについて

も制限はない。 

（課題）・サヌカイトの珍しさが勝ってしまい、「なぜ、この場所にまと

まってあるのか」という意味が見学者に伝わっていないため

に、手に取ってしまう可能性がある。遺構の意味をきちんと伝

える努力が必要である。 
 

⑩イイダコ壺埋納遺構 

40 点余りのイイダコ壺が埋納されていた遺構を漁業に関連し、祭祀空間を構成する要素のひとつとし

て復元した。 

小型竪穴建物や方形井戸と同様に漁業に関連した施設として環濠集落の食生活を学ぶための重要な施

設である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・遺構復元は、いたずら等で失われてしまい、現在は名板のみに

なっている。 

（課題）・いたずらにより復元遺構が喪失しているため、展示方法、復元

方法の見直しが必要である。  

○利用状況 

（現状）・破損し、失われたままとなっている。 

    ・祭祀空間に存在した遺構を示すことができておらず、大型掘立

柱建物周辺エリアの重要度を見学者に伝えることができてい

ない。 

（課題）・遺構復元されていることに気づいてもらう仕組みが必要であ

る。 

   ・イイダコ壺埋納の重要性やその意味を見学者に伝える努力が必

要である。 
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⑪土器埋納遺構 

口縁部と底部を打ち欠いた状態の土器を埋設した遺構である。 

何故、口縁部と底部を打ち欠いた状態の土器を埋設したなど祭祀空間内には説明できない遺構が多く、

池上曽根遺跡を学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・祭祀空間を構成する要素のひとつとして復元した。 

・4 箇所で復元したが、現在 1 箇所のみ残存している。 

・残った復元遺構は、土のうで埋めたのち、鋼製の蓋を掛けてい

るために通常見学できない。 

（課題）・いたずらにより復元遺構が喪失しているため、復元方法の見直

しが必要である。 

○利用状況 

（現状）・通常は見学できず、土器埋納遺構が復元されていることがわか

らない。 

（課題）・土器埋納遺構の重要性やその意味を見学者に伝える努力が必要

である。 

 

 ｃ平面表示 

⑫環濠表示 

環濠復元と合わせて環濠表示は弥生時代の環濠集落の大きさを学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・園路部のアスファルト舗装部全体に若干であるが土砂が堆積す

る。 

・入口広場側は、境界表示の縁石は見えるが遺構表示の土舗装は

流出したためか確認できない。 

・復元区域の土舗装は、土砂が堆積し遺構表示が見えない。 

（課題）・土砂の堆積対策の検討が必要である。 

○利用状況 

（現状）・自由に見学できるが、環濠表示と知らず通常の園路であると認

識している見学者も多い。 

（課題）・環濠が集落を囲んでいたことを見学者に知らせる努力が必要で

ある。 

 ⑬区画溝表示 

復元区域内に空間を区切るために掘られたと考える溝を土舗装で表現した。 

祭祀空間と工房空間など領域を分けるためと考えられる区画溝は池上曽根遺跡の空間構成を学ぶため

の重要な施設である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・土砂の堆積により、ほとんど確認できない状況である。 

（課題）・土砂の堆積対策の検討が必要である。 
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○利用状況 

（現状）・史跡公園の開園時間内は自由に見学できるようになっている

が、どこにあるのかわからない状態である。 

（課題）・大型掘立柱建物周辺に区画溝があり、用途により場所を分けて

利用していたことは、池上曽根遺跡の特徴であることから、見

学者にわかりやすい平面表示の方法を検討する必要がある。 
 

⑭谷地形表示 

谷地形表示は池上曽根の広がりと周辺環境を学ぶための重要な施設である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・土砂の堆積により、ほとんど確認できない状況である。 

（課題）・土砂の堆積対策が必要である。 

・見学者にわかりやすい平面表示の仕方を検討する必要がある。  

○利用状況 

（現状）・史跡公園の開園時間内は自由に見学できるようになっており、

谷地形内に入ることも可能である。 

（課題）・集落周辺に谷地形があったことを知らせることは、弥生時代の

地形を表現するために必要であるため、見学者にわかりやすい

適切な管理が必要である。 
 

⑮竪穴住居表示 

環濠周辺では多くの竪穴住居跡が発掘されており、復元した円形竪穴住居、方形竪穴住居を補足する

ために廃棄され、自然に埋まった状態をイメージした竪穴住居表示を行った。 

数百年にわたり同じ場所に何度も竪穴住居が建て直されていたことは集落の継続性と生活を学ぶため

に重要である。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・平面表示の上に土砂が堆積し詳細がわからない。 

（課題）・遺構表示は土砂等の堆積などで形状や位置がわからなくなって

しまうため、維持し続ける展示方法の検討が必要である。 

○利用状況 

（現状）・入口広場周辺は自由に見学でき竪穴住居表示内に入ることも可

能である。復元建物区域はフェンスで囲い、史跡公園の開園時

間内は自由に見学できるようになっている。 

（課題）・傷みが激しくなると見学者の安全を考慮し、見学方法の制限が

必要となる。 
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ⅱ施設 

 ａ弥生情報館 

弥生情報館    

公園の総合案内施設とし、人と人とのつながりと対話を重視した施設として開館した。 

・整備年度：1996（平成 8）年 

   ・修繕年度：2018（平成 30）年――トイレ便器 

2021（令和 3）年――屋根防水、木舗装 

 

○施設状況 

（現況：施設外装） 

・ホールの天井から雨漏りがみられる。 

（課題：施設外装） 

・整備から約 20 年経過したことから建物全体、設備についての

調査、修繕が必要である。 

 

（現状：施設内装） 

・雨漏りにより天井と壁に傷みと汚れがある。また、事務室（小）

の天井は雨漏りによるき損がみられる。 

・事務室（小）を倉庫として使用しており、本来の仕様と異なる

使用をしている。 

・トイレの東側にある通路は、管理者から死角となる場所で、男

子トイレと女子トイレを行き来できることから、防犯上問題が

あるため、板で塞ぎ物置として活用している。 

（課題：施設内装） 

・雨漏りによる天井と壁の傷みの修繕方法の検討が必要である。 

・事務室（小）を本来の仕様である職員が常駐できる空間に回復

する必要がある。 

・倉庫内の備品を置くスペースを確保する必要がある。日用品（ト

イレットペーパー）や清掃用具は遠くに移動すると日常管理が

しにくくなるため、位置決定には注意が必要である。 

・トイレ東側通路の仕様変更の検討が必要である。 

 

（現状：設備） 

・電動ブラインドの半分以上が正常に動かない。 

・多目的便所前の手動式シャッターは左右のバランスが悪く開閉

できなくなる場合がある。 

・2018（平成 30）年度にトイレの便器をウォシュレット仕様に

改修した。 

・男子の小便器の水洗が手動式で、使用後流さない場合があり維

持管理上問題がある。 

・男子トイレの一部の天井照明は漏電の心配があるため電球を取

り外している。 

 

（課題：設備） 

・電動ブラインドの修繕が必要である。 

・漏電に伴う設備全般のチェックが必要である。 

 

 



（現状：外構）
・足洗い場の水道管がむき出しである。
・        北側の木舗装の傷みが激しく、危険であるため修繕した。
・変圧器を囲む木柵の傷みが激しく、統一感のない補修も景観上
問題がある。

（課題：外構）
・木柵の仕様の検討が必要である。

〇利用状況
（現状）・史跡池上曽根遺跡の本質的価値を最もダイレクトにガイダンス

できるインフォメーションセンターとして、見学者に解説等を
行っている。

（課題）・展示スペースが狭く来園者に十分な情報を発信できていない。
・スタッフの減少、高齢化により施設の見学者への案内、解説が
できない。

ｂその他の施設

利便施設
史跡公園の一般利用者が活用する休憩施設として設置した。
・整備年度： （平成 ）年

○施設状況
（現状）・経年劣化や災害による破損が目立つ。

・利便施設、朝市用テントともに仮設の建物で景観上良くない。
・朝市用テントは固定が充分でないために強風による破損、飛散
の心配がある。

（課題）・利便施設は、池上曽根遺跡の景観と利用ニーズに合ったものの
検討が必要である。

・外壁に傷み、汚れがあり、入口が小さく来園者が気軽に入れる
施設になっていない。

東屋
史跡公園の一般利用者が日陰や雨宿りの場を確保するための休憩施設として設置した。
・整備年度： （平成 ）年

○施設状況
（現状）・ （平成 ）年度に整備され、約 年経過したことから木

材の劣化、損傷が発生している。柱の根元に腐食がみられる。
・らくがきなどのいたずらが目立つ。土間が破損して路床になっ
ている箇所、柱が放火で焦げている箇所、テーブルの脚が壊さ
れ、天板も壊されている箇所がある。

・当初テーブルとして設置したものであるが、脚が破損したので
ベンチとして使用している。

・東屋につづく土舗装が確認できなくなっている。
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（課題）・き損部分の修繕もしくは改修等の検討が必要である。 

・耐久性の高い材質の検討が必要である。 

・柱、テーブル、ベンチに傷み、汚れがあり来園者が気軽に利用

できる施設になっていない。 

 

 

 

 

ベンチ 

史跡公園の一般利用者が活用する休憩施設として園内全域に木製のベンチを設置した。 

・整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・整備から約 20 年経過したことから木材の劣化、損傷が発生し

ている。また、汚れも目立つ。 

・入口広場区域のベンチは移動可能な構造であるため来園者によ

り移動される。 

（課題）・汚れや傷みがあると利用をためらう人がいるため、日常の維持

管理が重要である。 

・屋外の木材は腐食や変色により使用できる期限があるため、防

腐、防汚の対策が必要である。 

・一部のベンチに傷み、汚れがあるため利用しにくくなっている。 

 

 
 

道具置き場 

日常管理のための道具置き場としている。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

 

○施設状況 

（現状）・コンテナや仮柵等で作られているためバックヤード全体が景観

上良くない。 

（課題）・維持管理上、道具置き場やゴミ置き場等のバックヤードは必要

であるため、景観に配慮した施設の検討が必要である。 

・必要なスペースの検討が必要である。 
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ⅲ設備 

 ａ管理設備 

門扉         整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・正面入口の門扉は、塗装が剥げており、錆も発生している。 

・復元広場周辺の門扉は、着脱が可能であり、着脱時にねじれや曲りが

発生している箇所がある。着脱式の柱は、1 本当たりの重量が重く作

業の負担になっている。 

・着脱式の柱の受け口が、地表面と同じ高さにあるために砂が入りやす

く、一度砂が入ると取り外しにくくなる。 

（課題） 

・正面入口の門扉は鋼製であるため、耐久性のある塗装の検討が必要で

ある。 

・着脱式のものは、今後のイベントの開催状況を考慮した設置方法の検

討が必要である。 
 

フェンス       整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・外周部にはアルミ製の縦格子の外周フェンスが設置されており、フェ

ンスには目立った損傷はない。 

・復元広場区域には侵入防止のためにメッシュフェンスが設置されてい

る。メッシュフェンスは、着脱が可能であり、着脱時にねじれや曲り

が発生している箇所がある。 

・入口広場区域と環濠の間は段差が大きく転落が想定されるため転落防

止フェンスが設置されている。木製の転落防止フェンスは腐食してい

る。 

（課題） 

・着脱式は、今後のイベントの開催状況を考慮した設置方法の検討が必

要である。 

・屋外の木材は、腐食や変色するため、防腐、防汚の対策が必要である。 

・復元広場区域を囲むメッシュフェンスの景観が良くない。 

・夜間の公園利用制限を考慮したフェンス設置位置の検討が必要である。 
 

車止め        整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・園内には正面入口以外にも複数の入口がある。各入口には車両の侵入

防止のため車止めが配置された。 

・北側仮設入口は第 1 期工事の工事用進入路として整備されたため、車

止めとロープで侵入防止をしている。 

・ステンレス製の車止めには目立った損傷はない。 

（課題） 

・現状を維持するには、日常の維持管理が重要である。 

・管理入口は、車止め＋ロープの簡易ゲートしかないため、門扉設置の

検討が必要である。 
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側溝         整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・表面排水を集水するための側溝を園路や広場に沿って設置した。 

・園内の側溝には鋳鉄、グレーチング蓋（細目）が設置されており、景

観に馴染まない。 

・第 2 期区域は仮整備のため、広場周辺の側溝には蓋が設置されておら

ず落下の危険がある。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから利用状況や沈下、土砂流出により、

土地の低い箇所が生じているため、排水計画の見直しが必要である。 

・側溝蓋は景観を考慮した素材、色の検討が必要である。 

・仮整備の側溝は長期間現状が維持されるのであれば、利用者の安全を

確保するために蓋の設置の検討も必要である。 
 

集水桝        整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・雨水を取水するための雨水桝と用水路の分水、維持管理のための管理

桝が、園内に整備されている。 

・多目的広場区域は雨水の調整池としているため、区域西側にはオリフ

ィス桝が整備されている。 

・多目的広場区域内にある用水路の管理桝に設置されている蓋は、重い

荷重が掛かったためたわみがみられる。 

・周辺の土砂が流出したために桝の上部が突出して段差が生じている桝

がみられる。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから利用状況や沈下、土砂流出のため土

地の低い箇所が生じているため排水計画の見直しが必要である。 

・つまずき防止のために段差の解消方法の検討が必要である。 

・蓋に重い荷重が掛からないように車の侵入対策の検討が必要である。 
 

マンホール      整備年度：1995（平成 7）年 

（現状） 

・光明池水路の維持管理用のために設置された管理孔について、復元広

場内は目立たないようにマンホールにしている。 

・周辺の土砂が流出したために桝の上部が突出して段差が発生している。 

（課題） 

・つまずき防止のために段差の解消方法の検討が必要である。 
 

園路灯        整備年度：1998（平成 10）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・屋外施設であり、整備から約 20 年経過したことから劣化が進んでいる。 

・園路沿いは当初の照明はフットライトであったが、いたずらによる破

損により 2010（平成 22）年度に撤去した。公園利用者の安全性と利便

性を確保するため、2015（平成 27）年度に園路灯を再設置した。再設

置に際し、いたずら対策としてハイポール灯とした。 

・ハイポール灯の間隔が広いため照度が確保できていない。 

・一部のハイポール灯の灯具が投石により破損している。 

・ポールの再塗装が必要なハイポール灯がある。 
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（課題） 

・園内の照度を確保できる照明計画の見直しが必要である。 

・破損しにくい灯具の見直しが必要である。 
 

散水栓        整備年度：1998（平成 10）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・園内には、植栽地をカバーするように散水栓が配置されている。 

・周辺の土砂が流出したために散水栓の上部が突出し段差が発生してい

る箇所がある。 

（課題） 

・つまずき防止のために段差の解消方法の検討が必要である。 

 

 

 

 ｂ電気設備 

電源盤        整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・高圧電気設備は故障しており使用できない。 

（課題） 

・高圧電気設備は今後のイベントの開催状況を考慮した整備の検討が必

要である。 

 

 

 
 

引込柱、分電盤、変圧器  整備年度：1998（平成 10）年 

（現状） 

・整備から約 20 年経過し、大きな入れ替えを行わずに使用しており劣化

が進んでいる。 

（課題） 

・現状を維持するには、日常の維持管理が重要である。 

・定期的な器具の交換スケジュールの検討が必要である。 

 

 
 

警報装置      整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・復元広場区域のフェンス内に赤外線警報装置を設置した。 

（課題） 

・夜間の防犯対策強化のため、史跡公園全体を囲むフェンスの設置や監

視カメラ設置などの検討が必要である。 
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  ｃ保存のための設備 

盛土        整備年度：第 1 期整備 1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・遺構を守るために保護層の盛土を施した。 

・整備から約 20 年経過したことから沈下、土砂流出のため地盤の低い個

所がある。 

・沈下や土砂流出のため、地形復元がくずれている。 

（測量調査の結果） 

・整備から 20 年経過した地盤高さを確認するために 40ｍ間隔で現況の

高さを測定した。以下に整備時からの地盤高さの変化を示す。 

・第 1 期区域では、地盤の高い東側の復元区域から地盤の低い西側の多

目的広場区域に向かって表面の土砂がながれた様子がわかる。 

（課題） 

・盛土の厚みの調査を行い、遺構の安全が充分に確保できているかの確

認が必要である。 

・地形復元の再検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 地盤高さの変化図 
 

遺構保存のための盛土、鉄板 整備年度：1969（昭和 44）年～1981（昭和 56）年 

（現状） 

・国道 26 号の下には、遺構を守るための保護層が充分に確保できないた

め、下部構造に補強用のための鉄板が埋設された。 

（課題） 

・目視による確認はできない。 

 

 

 

 

※赤文字は計画地盤より減少 
 青文字は計画地盤より増加 
 →は表面地盤勾配を示す。 
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  ｄサイン・看板 

園名板       整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・国道 26 号からの正面入口には公園名を示した木製と石製の 2 基の名板

を設置した。 

・整備から約 20 年経過したことから木材の劣化、損傷が生じており、柱

の根元に腐食がある。 

・交差点にあるシンボリックな看板が古くなっている。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから公園全体を考慮したサイン計画の見

直しが必要である。 

・木柱の転倒対策の検討が必要である。 

               ・通行する人や車に史跡をアピールする看板が必要である。 

 
案内板       整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・案内板は、図面の入った総合案内板や矢印の誘導案内板などいくつか

の種類を園内全体に設置した。 

・整備から約 20 年経過したことから木材の劣化、損傷が生じている。 

・焼き付け仕上げの表示板の劣化は見られない。 

・石製の解説板は、いたずら対策として表面にアクリル板を設置したが、

経年変化やいたずらによる傷みが進行している。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから公園全体を考慮したサイン計画の見

直しが必要である。 

・木材の劣化を抑える対策の検討が必要である。 

・いたずら対策の検討が必要である。 
 

解説板       整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・第 1 期整備において、人と人との対話を大切にするため解説板はでき

るだけ少なくするというコンセプトのもと、景観を阻害しないように

設置した。 

・整備から約 20 年経過したことから木材の劣化、損傷が生じている。 

・復元建物の解説は 2018（平成 30）年に設置したもので、劣化は見られ

ない。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから公園全体を考慮したサイン計画の見

直しが必要である。 

・木材の劣化を抑える対策の検討が必要である。 

・いたずら対策の検討が必要である。  
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名称板       整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・復元施設には陶器で作成した名称板を設置した。 

・地面に埋め込まれた名称板は人為的、自然作用により表面が摩耗し表

示内容が見えないものもある。 

・復元施設と名称板の位置がずれているものもある。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから公園全体を考慮したサイン計画の見

直しが必要である。 

・劣化しにくい材質や表示方法の検討が必要である。 

 

 
 

掲示板       整備年度：1996（平成 8）年 

（現状） 

・情報館の正面に掲示板を設置した。 

・園内には情報館前と学習館前の 2 基である。 

（課題） 

・掲示板の必要性を含め設置位置、枚数等の検討が必要である。 

・今後、公園が広くなると来園者に情報をどのように伝えるかの検討が

必要である。 

 
注意看板      整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・注意看板は、イラストの入った注意看板や文字だけのものなどいくつ

かの種類の注意看板が設置されている。 

・整備後に管理者が必要に応じ設置したものもある。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから公園全体を考慮したサイン計画の見

直しが必要である。 

・景観を考慮すればデザイン統一の検討も必要である。 

 

 

 

 

ⅳ工作物 

 ａ園路 

インターロッキング舗装 整備年度：1998（平成 10）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・一部不陸がみられる。 

・周辺から流れ込んだ土砂の堆積が目立つ。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから地盤の沈下、土砂流出対策の検討が

必要である。 
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自然色アスファルト舗装 整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・整備から約 20 年経過したことから表層がはがれている。 

（課題） 

・強度と耐久性、景観を考慮した材料選定の検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 ｂ広場 

インターロッキング舗装 整備年度：1995（平成 7）年 

（現状） 

・一部不陸がみられる。 

・周辺から流れ込んだ土砂の堆積が目立つ。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから地盤の沈下、土砂流出対策の検討が

必要である。 

 

 

 
木舗装       整備年度：1995（平成 7）年 

修繕年度：2017（平成 29）年――木部を合成木材に変更 

（現状） 

・入口広場の木舗装は、経年変化による傷みが激しくなり、来園者にと

って危険な状態であったため 2017（平成 29）年度に合成木材により改

修を行った。 

・整備当時の木舗装が残る弥生情報館北側は、木材の劣化による傷みが

激しく、固定ねじの欠損による段差などが生じており危険な状態であ

る。（2021（令和 3）年度に修繕） 

（課題） 

・耐久性を考慮した材料選定の検討が必要である。 

 

 
 

土舗装       整備年度：1999（平成 11）年 

（現状） 

・周辺から流れ込んだ土砂の堆積があり、土舗装の表層は確認できない。 

・表層端部が確認できないため遺構表示の形状がわからなくなっている。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから地盤の沈下、土砂流出対策の検討が

必要である。 
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アスファルト舗装  整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・復元広場区域の遺構表示には、イベント時の大型車両の通行やだんじ

りの通行などの荷重を考慮し強度のあるアスファルト舗装を使用し

た。 

・土砂の堆積がみられる。 

（課題） 

・維持管理について検討が必要である。 

 

 

ⅴ樹木 

 ａ植栽 

植栽（高木、中木） 整備年度：1995（平成 7）年～2000（平成 12）年 

（現状） 

・樹木については、花粉分析等の結果から弥生時代の植生を検証し植樹

した。 

・高木は、入口広場区域と西側園路沿い、南側境界沿い、西側境界沿い

に植栽されている。 

・西側には曽禰神社の樹木があるため緑の量が多く見える。 

・和泉市ロータリークラブによって植樹された記念樹がある。 

（課題） 

・高木樹木は公園利用者にとっては日陰や良好な景観を演出しているが、

遺構にとっては負担になるため植栽場所には注意が必要である。 

 
 

植栽（低木、地被類）整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・低木は死角が生じるために広場内には植栽されていない。 

・南西角の民地との境界沿いには来園者が近づけないよう人止め用に低

木が植栽されている。 

・入口広場区域内の遺構表示内にはボランティアによって四季にあわせ

た草花が植栽されている。 

（課題） 

・華やかさを演出するためには草花は必要であるが、植替え、維持管理

には手間がかかるため、年間スケジュールの作成が必要である。 
 

植栽（芝生）    整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・第 1 期整備の芝生広場は、利用頻度が高いため生育状況はよくない。 

・第 2 期整備地は、特に植栽は行っていないが緑に覆われている。 

（課題） 

・良好な芝生地にするには、芝刈り等の維持管理が必要で手間がかかる

ため、芝生化は検討の必要がある。 

・緑で覆うだけならば芝生だけでなく、クローバー等の雑草類も選択肢

に入れる必要がある。 
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いずみいのちの森 整備年度：2010（平成 22）年 

（現状） 

・2010（平成 22）年に開始した「いずみいのちの森事業」の一環として

2010（平成 22）年に植樹および記念碑が設置された。 

・樹木が密集することで死角が出来、防犯上の問題が生じる。 

（課題） 

・自然の維持管理と安全性を確保するバランスの検討が必要である。 

 

 

 ｂ樹木 

既存樹木（指定地内） 

（現状） 

・園内には史跡指定される以前から、生育している樹木がある。 

（課題） 

・遺構の保護を考慮し伐採等の検討が必要である。 

 

 

 

 

既存樹木（街路樹）  

（現状） 

・国道 26 号沿いに樹木が植えられており史跡公園の見通しが悪い。 

・府道沿いには高木並木が植栽されている。 

（課題） 

・国道 26 号からの見通しが悪く、史跡公園を認識しにくいため、間伐の

検討が必要である。 

 

 

既存樹木（曽禰神社）  

（現状） 

・樹高の高い木や樹木密度が高いため緑のボリュームがある。 

（課題） 

・良好な現状を維持するには、管理者である曽禰神社との協議が必要で

ある。 
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中央エリア 

 

②北エリア 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 史跡指定地内の復元施設の位置と施設・設備一覧（北エリア） 

 

ⅰ復元施設 

 ａ平面表示 

⑯自然流路表示   整備年度：2000（平成 12）年 

池上曽根遺跡の集落西側に存在した自然流路を、芝生で表現している。 

（現状） 

・緑地として維持しているが、芝生の中にクローバーが侵入している。 

（課題） 

・自然流路を表現していることを示す解説が無い。 

・芝生内にクローバー等の異種が入ることについての問題点を、景観や

利用内容等を考慮したうえで維持管理の方法を検討する必要がある。 

 

 

 

ⅰ復元施設   

ａ平面表示 ⑯ 自然流路表示 

ⅱ施設 

ａ弥生学習館 

ｂその他の施設 

ⅲ設備 

ａ管理設備 

ｂ電気設備 

ｃ保存のための設備 

ｄサイン・看板 

ⅳ工作物 

ａ広場 

ⅴ樹木 

ａ植栽 

ｂ樹木 

北エリア 
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ⅱ施設 

 ａ弥生学習館 

弥生学習館    

弥生学習館は、池上曽根遺跡の生活や技術を体験学習によって学ぶ施設として、発掘調査で出土した

大型掘立柱建物の柱と大型刳り抜き井戸の井戸枠を保管しながら展示するという役割を持った施設とし

て整備した。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

   ・修繕年度：2018（平成 30）年――台風による被害について修繕 

 

○施設状況 

（現状：施設外装） 

・建築家の吉羽逸郎氏設計の建築物で、ガラスを多用し自然との

一体感を演出している。 

・大型掘立柱周辺の祭祀空間を演出するため、外から内部がみえ

にくい構造で造られている。 

・2018（平成 30）年に発生した台風 21 号の被害により、強化ガ

ラスを設置していた軒が飛び、隣接する小学校のグラウンドに

飛散したため、再設置していない。 

（課題：施設外装） 

・外部から何をおこなう場所、施設なのかわかりにくい。 

・建物全体の調査と修繕計画が必要である。 

・コンクリートの外壁にクラックがあり、適切な処置が必要。 

・柱等の鋼材の塗装剥がれが目立つため、適切な処置が必要。 

・強化ガラスの軒が再設置されていないことから、入口やウッド

デッキ部分への雨の吹込みへの対応が必要。 

・建物北側は軒がない構造の為雨の吹込みへの対応が必要。 

・室内、室外共の窓ガラスのシリコンコーキングが劣化し、雨漏

りの原因となっている。 

・雨漏りしている箇所の特定を行う必要がある。 

（現状：施設内装） 

・木材を多用した作りで、自然の豊かさを感じながら体験学習を

行うことができる。 

・見るだけの展示ではなく、引き出しを開ける、覗くなど、自ら

が行動をおこさないと見学できない仕組みとなっている。 

・作り付けの展示が多く、容易に動かすことができないものがあ

る。 

（課題：施設内装） 

・作り付けの展示であるため展示替えがしにくく、最新の研究成

果が反映されていないことから、コンセプト等の見直しが必要

である。 

・建物全体の調査と修繕および、今後の修繕計画も必要である。 

・来館者が触れるため水槽のアクリル板に傷がつき、生き物が 

見えにくくなっている。 

（現状：設備） 

・開館以来、大きな設備の改修は実施していない。 

・デザイン性を高めるため、できるだけシンプルな設計となって

いるが、利用者にわかりにくい部分の案内を後付けしており、

デザインが崩れている場所がある。 
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（課題：設備） 

・設備全体の調査とそれに対応した修繕が必要である。 

・館内全体にサインがほとんどなく、利用者の利便性を高めるた

めにサイン配置の検討を行う必要がある。 

・トイレは和式であるほか、多目的トイレが現在の標準機能を有

していない。 

・破損個所について、修繕が間に合わず応急処置でとどまってい

る箇所があるため、適切な処置が必要である。（排煙窓オペレ

ーター、展示壁の電気設備、2 階事務室の壁リモコン等） 

・照明機器が LED 化されていない。 

・全館空調のため効率が悪い。 

（現状：外構） 

・ウッドデッキは不具合のたびに修繕を行っている。 

・スチールの手摺・フェンスは、腐食、湾曲している箇所がある。 

・展示ホール周辺はゴロタ石敷となっていたが、投石されるため、

撤去している。 

（課題：外構） 

・外構全体の調査と修繕が必要であり、今後の修繕計画も必要で

ある。 

・外構部の手摺・フェンスは腐食、湾曲しないような防食性、耐

久性の検討が必要である。 

・台風で飛ばされた軒の強化ガラスの再設置もしくは代替の方法

を検討する必要がある。 

・展示ホール周辺は、ゴロタ石を撤去したままの状態であるため、

設置コンセプトを検討したうえで、何らかの対応を検討する必

要がある。 

（現状：展示ホール） 

・大型掘立柱建物の柱材、大型刳り抜き井戸の井戸枠を、発掘調

査の状況を再現しながら展示し、あわせて保管するという手法

で公開している。 

・壁面には大型掘立柱建物と大型刳り抜き井戸の周辺から出土し

た遺物を展示している。 

・地下のスペースは温湿度管理をおこなっており、非公開スペー

スにはその他の木製品を保管収蔵している。 

（課題：展示ホール） 

・展示ホール全体の調査と修繕が必要であり、今後の修繕計画も

必要である。 

・壁面に雨漏りしていると思われる跡がある。 

・入り口自動ドア部品の耐用年数が切れている。 

・床のガラスに細かな傷があり、下部の展示物が見えにくくなっ

ている。また、ガラスの間に液体が浸入している箇所がある。 

・壁面に雨漏りしていると思われる跡がある 

〇利用状況 

（現状）・いつでもだれでも弥生時代を体験できる施設として体験講座等

を実施している。 

・学校行事としての団体利用が多く、遠方からも訪れる。 

（課題）・市内小学校の利用率が低い。 
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■弥生学習館の再整備のための調査 

弥生学習館をより活用していくための再整備を検討するにあたり、ドローンを利用したサーモグラフィ画

像を撮影し、漏水・外壁調査を実施した。調査にあたっては、株式会社ＲＩＳＥの協力を得た。以下、調査

結果からみた所見である。 

建物の正面である南側は、ガラス壁のコーキングが劣化し、修繕の必要がある箇所が多くみられるが、北

側の外壁には、大きな不具合がみられず、修繕の必要度は低いと考えられる。展示ホールの外壁には目視で

も大きなクラックが確認され、またコンクリートの剥がれの可能性が高い場所が確認できる。学習館本体の

屋根防水は、2018（平成 30）年に修繕をおこなったことから、不具合は認められない。しかし、展示ホー

ルの屋上の防水シートに空気層が認められ、シートが浮き、防水機能が劣化していると考えられることから、

防水シートの修繕の必要度は高い。 

この事前調査により、判明した事項をふまえながら学習館の再整備を実施していく。 
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 ｂその他の施設 

手洗い場       

体験のひろばで、体験学習やイベントを開催する際に利用するために設置した。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・防犯のため、通常は水栓を取り外しており、イベント時等にだけ使用

できるようにしている。 

・コンクリートの汚れが目立つ。 

（課題） 

・利用者の利便性を考え、常時利用できる設備にする必要がある。 

 

 

倉庫         

体験のひろばを管理するための用具入れとして設置した。 

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・日常管理のための道具置き場としている。 

（課題） 

・維持管理上、必要であるため、適切に維持していく必要がある。 

・景観に配慮した外観とするための検討が必要である。 

 

ⅲ設備 

 ａ管理設備 

門扉         

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・学習館西側に入るための門扉を南側道路沿いに設置した。 

・外周のメッシュフェンスと同じデザインで間口が広いために長い支柱

と釣り下げ用のワイヤーが景観的に良くない。 

（課題） 

・景観を考慮した施設デザインの検討が必要である。 
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フェンス       

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・水路沿いにはアルミ製の縦格子の外周フェンスが設置されている。 

・歩道との境界部には鋼製の高さ 60cm の飛び出し防止柵を設置した。 

・未公有地化との境界には仮設のメッシュフェンスを設置した。 

・弥生学習館と畦田公園、弥生学習館と道路の間には侵入防止柵を設置

した。 

（課題） 

・防犯の為、フェンス設置位置の検討及び適切な維持管理が必要である。 

 

 

 

 

 

 
 

車止め        

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・南側入口、北側入口、西側入口の 3 か所の入口は、固定式の車止めを

設置した。 

・北西側入口は管理車両等の進入を考慮し、取り外し式の車止めを設置

した。 

・弥生学習館前は車道への飛び出し防止のために車止めとロープを設置

した。 

・車止めに経年劣化がみられる部分がある。 

（課題） 

・現状を維持するには、日常の維持管理が重要である。 

 
 

側溝         

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・表面排水を集水するための側溝を広場の外周に設置した。 

・来園者の通行に係らない箇所は清掃のしやすさを考慮し蓋は設置して

いない。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから利用状況や沈下、土砂流出により、

土地の低い箇所が生じているため、排水計画の見直しが必要である。 
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集水桝        

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・側溝の維持管理の為に泥だめを設置した。 

・中央エリアの雨水を光明池水路に放流するための暗渠が北エリア下に

埋設されているため、管理用の桝を設置した。 

（課題） 

・整備から約 20 年経過したことから利用状況や沈下、土砂流出により、

土地の低い箇所が生じているため排水計画の見直しが必要である。 

 
 

園路灯        

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・体験広場区域の入口及び周辺にハイポール灯を設置した。 

・弥生学習館西側には建物とデザインを揃えた灯具を設置した。 

・屋外施設であり、整備から約 20 年経過したことから劣化が進んでいる。 

（課題） 

・園内の照度を確保できる照明計画の見直しが必要である。 

・一部のハイポール灯のポールを再塗装する必要がある。 

 

 

 

 
 

階段         

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・体験広場区域内の南側入口部に、府道と広場に高低差があるため階段

を整備した。 

・コンクリートの汚れが目立つ。 

（課題） 

・現状を維持するには、日常の維持管理が重要である。 

 

 
 

スロープ       

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・体験広場区域内の南側入口部に、府道と広場に高低差があるためスロ

ープを整備した。 

・整備から約 20 年経過したことから舗装にクラックが生じている。 

（課題） 

・部分的な補修が必要であるが、現状を維持するには、日常の維持管理

が重要である。 
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手摺         

・整備年度：2000（平成 12）年 

・修繕年度：2018（平成 30）年――台風による破損を修繕 

（現状） 

・体験広場区域内の階段とスロープに、ステンレス製の手摺を整備した。 

（課題） 

・現状を維持するには、日常の維持管理が重要である。 

 

 

 

 

散水栓        

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・園内には、植栽地をカバーするように散水栓が配置されている。 

・周辺の土砂が流出したために散水栓の上部が突出し、段差が発生して

いる箇所がある。 

（課題） 

・つまずき防止のために段差の解消方法の検討が必要である。 

 

 

 

 ｂ電気設備 

引込柱、分電盤    

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・整備から約 20 年経過し、大きな入れ替えを行わずに使用しており劣化

が進んでいる。 

（課題） 

・現状を維持するには、日常の維持管理が重要である。 

・定期的な器具の交換スケジュールの検討が必要である。 

 

 

 

 ｃ保存のための設備 

盛土         

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・遺構を守るために保護層の盛土を施した。 

・整備から約 20 年経過したことから沈下、土砂流出のため地盤が下がっ

ている可能性がある。 

（課題） 

・盛土の厚みの調査を行い、遺構の安全が充分に確保できているかの確

認が必要である。 
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  ｄサイン・看板 

案内板        

・整備年度：2000（平成 12）年 

・修繕年度：2015（平成 27）年――一部取替え 

（現状） 

・体験広場区域内に史跡公園の案内板を設置した。 

・中央エリアから北エリアのルート上に誘導表示板を設置した。 

・いたずらのためか体験広場内の表示板に傷みがある。 

・鋼製の柱には錆が目立つ。 

（課題） 

・劣化がみられるため、だれもが見やすいユニバーサルデザイン等を考

慮したサイン計画の見直しが必要である。 

 

 

 
 

掲示板        

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・学習館の正面に設置したもので、館内で実施する講座の案内等を掲示

している。 

（課題） 

・掲示板の必要性を含め設置位置、枚数等の検討が必要である。 

・今後、公園が広くなると来園者に情報をどのように伝えるかの検討が

必要である。 

 

 

ⅳ工作物 

 ａ広場 

土舗装        

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・周辺から流れ込んだ土砂の堆積があり、土舗装の表層は確認できない。 

（課題） 

・体験のひろばを活用した事業が少なく、より活用するための事業計画

を検討する必要がある。 

・整備から約 20 年経過したことから地盤の沈下、土砂流出対策の検討が

必要である。 
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自然色アスファルト舗装  

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・整備から約 20 年経過したことから表層がはがれている。 

（課題） 

・強度と耐久性、景観を考慮した材料選定の検討が必要である。 

 

 

ⅴ樹木 

 ａ植栽 

植栽（高木、中木）  

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・体験広場の周辺および弥生学習館前と西側に高木が植栽されている。 

・弥生学習館西側の植栽は 2018（平成 30）年の台風により樹木の大半が

倒木したため新たに 2019（令和元）年度に池上曽根遺跡の資料分析で

確認されている植物を植栽した。 

（課題） 

・高木樹木は公園利用者にとっては日陰や良好な景観を演出しているが、

遺構にとっては負担になるため植栽場所には注意が必要である。 

・弥生時代の生活に活用されていたと考えられる樹木であることを利用

者に伝えていく必要がある。 

 
 

植栽（低木、地被類）  

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・未公有地化との境界に景観の為に植栽されている。 

（課題） 

・隣地を公有化し整備を行う際には、フェンスと低木は撤去する必要が

ある。 
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 ｂ樹木 

既存樹木（街路樹）  

・整備年度：2000（平成 12）年 

（現状） 

・府道沿いに高木並木が植栽されている。 

（課題） 

・公園と一体とした街路樹の維持管理計画を管理者と協議する必要があ

る。 

 

 3 第 2期整備地                                   

①中央エリア 

ⅰ設備 

 ａ保存のための設備 

盛土          

・整備年度：第 2 期整備 2008（平成 20）年～2010（平成 22）年 

（現状） 

・遺構を守るために保護層の盛土を施した。 

・整備から約 10 年経過したことから沈下、土砂流出のため地盤の低い個

所がある。 

（測量調査の結果） 

・第 2 期整備の仮造成においても表面勾配の高い南側から低い北側に土

砂が流出している。 

（課題） 

・盛土の厚みの調査を行い、遺構の安全が充分に確保できているかの確

認が必要である。 

・史跡公園を活用するための整備を進める必要がある。 
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第 3節 利用者が求める姿 

「史跡池上曽根遺跡保存活用計画」の策定にあたり、史跡公園を利用する人びとから、史跡公園をどのよう

に活用したいかというアンケート調査を行った。 

 1 調査結果                                    
（知名度） 

・回答者のうち約 32％の人が来園したことがあると回答したが、うち約 35％が池上曽根史跡公園が弥生時

代の史跡であることを知らなかった。このことから、来園者への情報伝達が十分でないことが分かった。 

（来園） 

・数年に１回、年に１回程度来園するとの回答が 60％を超え、史跡の見学、歴史の学習を目的に来園した

人が多いことから、学校等の行事で来園した人が多いと推測される。 

・公園の広場機能のみを利用するものの施設を全く利用していない人が約 18％おり、弥生学習館の利用者

が少ない。 

・自家用車や自転車での来園者が多く、公共交通機関を利用した人は約 13％である。 

・滞在時間は 30 分～１時間未満が約 40％を占め、2 時間以上滞在したのはわずか約 14％である。 

（満足度） 

・復元施設の数や、出来栄えについて満足度が高い一方、バリアフリーや緑の量や花の演出について不満と

の回答が多い。 

（新たに求めるもの） 

・歴史を感じることができる公園を求める声が多く、ここにしかない弥生時代の体験やイベントが求められ

ている。 

・解説や案内が不足しており通りすぎてしまうという回答がある。 

・本格的なスポーツができる公園や、遊具を求める回答は少ない。 

・新たに望む施設として休憩所やカフェ・レストランの回答が多く、緑や木陰があり、ゆっくりくつろぐ場

が求められている。 

 

 2 利用者が求める史跡公園                             
アンケートにより、利用者が求める多い意見を各項目ごとに抜粋する。 

 

ⅰ復元施設 

・史跡公園と言う割には、歴史を感じさせる部分が少なく、だだっ広いだけ

という印象なので、もう少し整備して欲しい。 

・他の歴史公園にないインパクトのあるものがほしい。 

・もっと、弥生時代を感じれたらいい。 

・昔の生活様式がわかる建物で、外から見てもわかりやすいが、中の様子も

もっと詳しく再現されていたらいいと思います。道具など 

・もうすこし、子供が歴史を感じられる施設にして欲しい。 
 

・建物自体の説明文やイラストを増やして欲しい。 

・せっかく泉大津に歴史的な遺跡があるのだから、もっとアピールして泉州

地方の歴史についてわかりやすく解説してほしい。 

・ボランティアガイドがいるといいと思います。 
 

・よく利用しているが、ちょっと広い公園で、復元した昔の建物があると言

うだけでなく、昔の何かを体験したり、昔の生活を感じさせてくれる施設

があると良い。 

・もっとここの土地にあった弥生時代体験と、環境を学習できる場にしてほ

しい。 

・発掘現場が体験できるような展示があればよい。 

  

歴史を学ぶ場所

を整備 

分かりやすい 

解説 

体験学習の種類

を多く 
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・近くの府立弥生博物館とのコラボ企画や体験型のイベントがあれば参加し

たい。 

・古代の生活体験的な催し物があってもよい。 

・近くの弥生文化会館と連携してイベントしたらいいと思う。 
 

・折角の歴史的遺構をもっと有効に活用してほしい。 

・弥生時代の貴重な遺跡を活用して欲しい。 

・大事な史跡なのに、もっと上手く活用すれば良いと思います。 
 

・素敵な史跡なのに近くの人でも意外と知らないと言う人が多いです。もっ

と多方面から来てもらえる工夫があれば良いと思います。 

・池上曽根遺跡公園の存在については、知らない人が多いのでもう少し PR を

していただければありがたいです。また、公園内の施設については私も十

分に知らないので、広報やパンフ等で情報発信をしてください。 

 

ⅱ施設 

・もっと、休憩が出来てカフェ等があると嬉しい。あと、座れる屋根のある

休憩所を増やしてほしい。 

・もう少し休憩施設が欲しい。 

・駐車場やトイレなどの設備の整備と日陰の休息所も不十分なので、長時間

の滞在は辛い。 
 

・駐車場の完備。 

・非常に地味な史跡なので、公園としての魅力を考え出してほしい。 

・思わず通り過ぎるので、もう少し分かりやすく目立つ外観にした方がいい

と思います。 

・ゆっくりくつろげるカフェや、遊具があると嬉しいです。 

 

 

ⅲ設備 

・皆が安心して訪れることができるような環境整備をお願いしたい。 

・安全な場所でいてほしい。 

・夜が寂しい。ライトアップなど安全、安心な場所にしたい。 

 

ⅳ樹木 

・大きな樹木が欲しい。 

・緑を増やし散歩しやすいようにしてほしい。 

・緑の多い公園になるといいと思う。 
 

・華やかさがあれば良い。 

・景観をよりよくしてほしいです 

・少し殺風景な感じがしたので花や緑が増えると素敵な公園になると思いま

す。 

 

 

 

 

  

安全な場所を 

確保 

様々なイベント

を開催 

遺跡を感じる 

整備 

史跡をもっと 

知ってもらう 

休める場所を 

多く 

公園の施設を 

整備 

緑を多く 

花木、花壇を 

多く 
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第 3 章 再整備および第 2 期第 2 次整備の目指すべき姿   
第 1節 本質的価値を伝えるために必要なこと 

公園開設から 20 年経って周辺環境や利用者ニーズが変化した中で、史跡池上曽根遺跡の本質的価値を適切

に伝えるために必要な項目を整理する。 

 

 

一定の効果をあげた復元建物については、今後も本質的価値を伝える効果が見込まれるため維持してい

くべきである。しかし、弥生時代の工法や素材を重視した結果、修繕に高額の費用が掛かることがネック

となっている。弥生時代を体感することを未来につなげていくため、管理しやすい状態にし、適切な状態

を維持していく必要がある。 

復元した大型掘立柱建物と大型井戸は本質的価値を伝える重要なツールであり、史跡のシンボルである

ため、今後も適切な状態で保存、管理していく必要がある。 

 

 

弥生学習館の体験学習は一定の効果をあげているため、現在の体験学習を維持する。弥生学習館が保

管・展示する、大型掘立柱建物の柱材と大型刳り抜き井戸の木枠は本質的価値そのものであるため、より

一層来館者にその価値を伝えるように努める必要がある。さらに質の高いソフトの充実を図る必要がある。 

 

 

より多くの人に池上曽根遺跡を知ってもらうために多くのイベントを実施してきたが、イベント目的で

の来園者に池上曽根遺跡を認知してもらえていないことから、イベント目的で来園しても、池上曽根遺跡

の本質的価値に気づく仕掛けづくりが必要である。 

大きなイベントで来園者を集めるだけでなく、日常的に周辺住民に利用される憩いの空間づくりも必要

である。また広場を求めて来園した人にも広場機能だけでなく、体験学習施設や弥生文化博物館の利用を

勧める仕組みも必要である。史跡公園に長時間滞在することで、それら施設の本質的価値に気付くチャン

スが増えると考えられるので、長時間滞在できる仕組み作りが必要である。 

 

 

史跡公園全体で弥生時代を感じることができるように整備を進めてきたが、市街地化が進む立地のなか

で再検討の必要性が生じたので、新しい手法等も取り入れながら、史跡の本質的価値を理解するための情

報発信を行う必要がある。 

 

 

史跡公園を良好な状態で後世に残すためには適切な維持管理を行う必要がある。開園当初は地元の協力

会により運営されていたがメンバーの減少、高齢化により維持管理に手が回らない状況になっている。ま

た来園者への解説、案内についても十分な活動ができなくなっていることから協力会の体制の強化や、新

たな体制の構築が必要である。 

第 2節 全体整備のなかの再整備・第 2期第 2次整備 

池上曽根遺跡は、発見から史跡指定、史跡公園の開園、そして現在に至るまで、地元住民を中心に、多くの

人びとの関わりによって、守り伝えられてきた。この貴重な史跡池上曽根遺跡をさらに未来へと継承していく

責務がある。池上曽根遺跡は、1995（平成 7）年から第 1 期整備が進められ、2001（平成 13）年に第 1 期整備

範囲が史跡公園として開園し、2001（平成 13）年から第 2 期発掘調査、2008（平成 20）年から第 2 期第 1 次

整備を行った。また、2021（令和 3）年 3 月に「史跡池上曽根遺跡保存活用計画」を策定した。 

史跡への愛着を高め、地域の宝として市民が誇れる史跡公園となるように、以下の理念のもとに再整備・第

2 期第 2 次整備を行う。 

 

 

 

1．復元建物の維持 

3．弥生の空間と憩いの空間の両立 

5．管理・運営 

2．池上曽根遺跡を学ぶために 

4．情報発信の推進 
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第 3節 目指すべき姿 

 1 目指すべき姿                                  
都市化の進む地域にある史跡公園として周辺環境に調和するように適切に管理し、地域の宝として認識を高

め、市民・来訪者が利用しやすい場所として既存施設を生かしながら池上曽根遺跡の魅力を創出し、未来にわ

たって持続可能な整備を進めていくためには現在抱える課題を解決する必要がある。課題を解決するため、史

跡池上曽根遺跡整備基本構想における基本構想をふまえた、再整備・第 2 期第 2 次整備の目指すべき姿を以下

のように定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 整備方針                                    
 

 

 ・個別計画を立て機能の充実や拡大を視野に入れた管理と修繕を行い、当初の機能を再生させる。 

・弥生情報館、弥生学習館、その他施設の長寿命化を図り、持続可能な史跡公園として整備する。 

 

 

 ・利便施設を整備し、人々が長時間滞在しやすい環境を整える。 

 ・癒しと憩いの場として利用したくなるような緑あふれる快適な空間を整備する。 

・様々な活動、イベントができ、幅広い年齢層に利用してもらえる多目的な広場を整備する。 

 

 

 ・弥生時代を体感できる復元施設を再生する。 

・史跡公園全体を周囲から隔絶した空間とすることを見直し、樹木の配置計画を再検討するなど周辺環境

との調和と、弥生の空間が共存した史跡公園を目指す。 

 

 

 ・本質的価値を誰でもわかりやすく理解でき、興味をいだけるようなＡＲやＶＲなどのデジタルコンテン

ツを整備する。 

 ・ホームページを立ち上げるなどＳＮＳを利用した情報発信をおこなう。 

 3 管理・運営方針                                 
 

 

・良好な史跡公園として維持し、より広く活用し、利用者の利便性を高めるために、和泉市と泉大津市が

協力した運営システムを構築する。そのなかで、民間事業者を活用した業務委託・指定管理者制度等、

最も適切な運営方法を検討し、そのために必要な施設等の整備や制度設計を行うこととする。  

当時の暮らしを体感できる「弥生時代の空間」と、 

「市街地化した周辺と調和」を両立した史跡公園 

都市基盤施設としての緑地・レクリエーション空間として機能する場 をふまえ 

維持管理・活用の両面から持続可能な史跡公園 

これらをより効率的に、未来につなげていくために 

本質的価値を適切に、わかりやすく伝えられる池上曽根遺跡 

池上曽根遺跡の意義、内容を深く理解できる場 をふまえ 

人びとが自然と集い、憩える魅力ある史跡公園 

地域の歴史、文化財等に興味を抱く契機となる役割を果たす場 をふまえ 

1．史跡公園を未来へ継承する 

2．日常をはなれた癒しの演出と、憩いと賑わいを創出する 

3．弥生時代を身近に感じられ、周辺環境と調和した史跡公園とする 

4．新たなる活用のためのアップグレードを行う 

管理・運営システムの構築 
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図 4-1 再整備ゾーニング図 

第 4 章 全体計画及び個別計画            
第 1節 全体計画 

 1 ゾーニング                                  
再整備・第 2 期第 2 次整備事業にあたっては基本方針、整備方針を踏まえ、それらを実現するために計画地

内をいくつかのゾーンに区分し整備を進める。 

中央エリア・北エリアにおいて、各々のゾーンをめぐると史跡池上曽根遺跡の本質的価値を学び、理解でき

るようにゾーンを設定し、それぞれの整備方針を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復元区域 
(祭祀空間) 

多目的広場(小) 

多目的広場(大) 

にぎわい広場 

管理入口 

弥生学習館 

弥生情報館 

利便施設 

東屋 

便益施設 

体験学習区域 

北エリア 

東エリア 

出会いの広場 

東入口広場 

南入口広場 

復元区域 
(住居空間) 

畦田公園 

中央エリア 

北入口 

曽禰神社

ｙ 
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中央エリア 
弥生体感空間・・・池上曽根遺跡の本質的価値をダイレクトに来訪者に伝える最も重要なエリア。 

 ゾーン名 整備方針 主な施設 

第
1
期
整
備
地 

復元区域 

（祭祀空間） 

池上曽根遺跡の祭祀をまなぶ 
大型掘立柱建物、大型刳り抜き井戸を中心に、
祭祀に関わる遺構や工房施設、加工施設などを
立体、平面復元した区域として再整備する。 

・大型掘立柱建物 
・大型刳り抜き井戸 
・切妻屋根掘立柱建物 
・寄棟屋根掘立柱建物 
・小型竪穴建物 
・立柱・方形井戸 
・埋納遺構・遺構表示 

復元区域 

（居住空間） 

池上曽根遺跡のくらしをまなぶ 
人びとが日常に居住した空間を復元建物で再現
した区域として再整備する。 

・埋もれかけた円形竪穴住居 
・円形竪穴住居 
・方形竪穴住居 
・環濠・遺構表示 

南入口広場 

池上曽根遺跡の発掘調査をまなぶ 
発掘調査時を再現した環濠（現代）を渡って、
復元区域（弥生時代）にタイムスリップするイ
メージの入り口広場。現在、史跡公園のメイン
入口として使用している。 
池上曽根史跡公園を利用する来園者がまず最初
に立ち寄り、池上曽根遺跡の情報を得たり、史
跡公園内で行われる情報を入手する区域として
再整備する。 

・弥生情報館 
・環濠・遺構表示 
・現代の広場と弥生の広場 

にぎわい広場 

弥生時代のにぎわいをまなぶ 
利用者が快適に史跡公園を利用するための広場
のある区域として再整備する。 
利便施設を設置し、賑わいを創出する。 

・利便施設 
・人工芝 

多目的広場（小） 

池上曽根遺跡の環濠集落の広がりをまなぶ 
多目的広場（大）のサブとして、また小規模な
イベント、講座などに対応できる広場として整
備する。 

・多目的広場 
・東屋・ベンチ 

管理入口 国道 26 号から進入できる管理車両入口 ・管理車両等入口 

第
2
期
整
備
地 

東入口広場 

池上曽根遺跡の多重環濠をまなぶ 
JR 信太山駅からの動線及び中央エリア、北エリ
アとの動線を検討すると、将来メイン入口とす
る方向で整備を進める。 

・舗装の広場 
・階段 
・スロープ 

出会いの広場 

海と池上曽根遺跡の関係をまなぶ 
南海松ノ浜駅からの動線を検討すると、海側か
ら池上曽根遺跡に最初に出会う場所であるため 
史跡公園へのイントロダクションとしての機能
を持たせるような整備を行う。 

・案内看板 
・多目的広場 

多目的広場（大） 
池上曽根遺跡の環濠集落の広がりをまなぶ 

規模の大きなイベントやレクリエーションなど
に対応できる広場として整備する。 

・多目的広場 
・便益施設 

北入口 
府道から史跡公園に進入するための入り口。 
中央エリアと北エリアをつなぐ入口として整備
する。 

・階段 
・スロープ 

 

北エリア  
体験学習空間・・・弥生時代に関することを実際に体験しながら学ぶことができるエリア。   

 ゾーン名 整備方針 主な施設 

整
備
地 

第
1
期 体験学習区域 

体験で弥生時代の技術をまなぶ 
池上曽根遺跡について体験を通じて学ぶための
施設、設備を整える。 
弥生学習館は、泉大津市の畦田公園に隣接する
ことから、公園と連携した管理運営を目指す。 

・弥生学習館 
・体験の広場 
・自然流路平面表示 
・多目的広場 
・手洗い場 
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第 2節 個別計画 

 1 第 1期整備地                                 

①中央エリア 

ⅰ復元施設 

  ａ立体復元 

立体復元は史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝える上で重要な要素である。当初整備のコンセプトを維持

しつつ、維持管理を考慮した工法の検討を行う。大型掘立柱建物は、国登録有形文化財を目指し、30 年後

も現在と同じ姿で活用するための改修と管理を行う。他の復元施設は定期的なモニタリングを実施し本物に

近い復元性と耐久性のバランスを検討していく。モニタリングの結果をアーカイブ化し、活用していくこと

で改修管理のあり方も生かしていく。 

復元施設の破損及び来園者の安全を確保しながら復元施設を近くから見学できる方法を検討し、本質的価

値を伝えるために良好な状態の復元建物に回復する。見学者に本質的価値を十分に理解してもらうための解

説者やパンフレット、説明板を充実させる。 

①大型掘立柱建物 

（再整備－改修） 

本質的価値を伝えるために現状を維持しながら、傷んだ箇所の部分補修を行う。 

・土間の改修と周辺地盤との段差解消を行う。 

・2019（令和元）年の修繕対象外であった北側千木の修繕を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②大型刳り抜き井戸 

（再整備－維持管理） 

本質的価値を伝えるために現状を維持する。 

・井戸枠の経年劣化状況の推移に注意し、定期的に点検を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面図 
屋内棟持柱 
基礎部詳細図 

断面図 基礎部詳細図 

千木の修繕 

井戸枠の経年劣化に注意する 
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③切妻屋根掘立柱建物 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝えるために初期整備の景観に再現する。 

・一度解体し、擬木の柱を木材の柱に戻す。使用する木材は形状に合った木材を探すのでなく機能が

合うように木材を加工することも認める。 

・解体した木材、茅葺は積極的に再利用を行う。 

・木材の耐久性を高める処理を行う。 

・見えない箇所には補強の金具等を使用する。 

・基礎は強度と耐久性を考慮し初期整備のコンクリート基礎を引き続き採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③寄棟屋根掘立柱建物 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝えるために初期整備の景観に再現する。 

・一度解体し、擬木の柱を木材の柱に戻す。使用する木材は形状に合った木材を探すのでなく機能が

合うように木材を加工することも認める。 

・解体した木材、茅葺は積極的に再利用を行う。 

・木材の耐久性を高める処理を行う。 

・見えない箇所には補強の金具等を使用する。 

・基礎は強度と耐久性を考慮し初期整備のコンクリート基礎を引き続き採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④埋もれかけた円形竪穴住居 

（再整備－維持管理） 

本質的価値を伝えるために現状のまま維持する。 

・折れた柱等の表現は損失しやすいため再設置は行わない。 

 

 

断面図 

断面図 

基礎部詳細図 断面図 

基礎部詳細図 

積極的に再利用を検討する 

柱材は失われているが現状を維持する 

積極的に再利用を検討する 

擬木を自然木に戻す 

擬木を自然木に戻す 
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④円形竪穴住居 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝える上で重要な施設であるため初期整備の状況に再整備を行う。 

・垂木の根元が腐食により、き損している部分もあり非常に危険であるため、一度解体し、同じ場所

に基礎部の補強をし、再設置を行う。 

・解体した木材、茅葺は積極的に再利用を行う。 

・中央の柱を中心に木材の耐久性を高める処理を行う。 

・見えない箇所には補強の金具等を使用する。 

・基礎は強度と耐久性を考慮し初期整備のコンクリート基礎を引き続き採用する。 

・いたずら防止対策は公園全体と個々の施設とのバランスを考慮しながら対策を考慮する。 

・扉についてはデザイン、材質を再検討し維持管理が容易な仕様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④方形竪穴住居 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝える上で重要な施設であるため初期整備の状況に再整備を行う。 

・基礎部と中央の柱の傷みが激しいため、一度解体し、同じ場所に基礎部の補強をし、再設置を行う。 

・解体した木材、茅葺は積極的に再利用を行う。 

・中央の柱を中心に木材の耐久性を高める処理を行う。 

・見えない箇所には補強の金具等を使用する。 

・基礎は強度と耐久性を考慮し初期整備のコンクリート基礎を引き続き採用する。 

・いたずら防止対策は公園全体と個々の施設とのバランスを考慮しながら対策を考慮する。 

・扉についてはデザイン、材質を再検討し維持管理が容易な仕様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 断面図 基礎部詳細図 

基礎部詳細図 

傷みが激しい柱は交換を行う 

傷みが激しい柱は交換を行う 断面図 

腐食が激しい 

垂木は交換を行う 
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⑤小型竪穴建物 

（再整備－改修） 

本質的価値を伝えるために現状を維持しながら、傷んだ箇所の部分補修を行う。 

・樹皮置式蓋については耐久性を考慮し板材の使用を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑥立柱 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝える上で重要な施設であるため初期整備の状況に再整備を行う。 

・北側、南側とも傷みが激しいため、既存の柱は撤去し新しい柱を設置する。 

・木材はケヤキ、マツでの復元を基本とするが、市場性を考慮しヒノキ（スギ）＋加圧注入処理も検

討する。 

・南側立柱頭部の擬木を木材に戻す。見学者から遠いためデザインに合った木材を探すのではなく加

工した木材を使用することも検討する。 

・基礎は強度と耐久性を考慮し初期整備のコンクリート基礎を引き続き採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

断面図 

北側立柱正面図 南側立柱正面図 

南側立柱 
基礎部詳細図 

ヒノキ（スギ）＋加圧注入処理も検討する 

板材での再整備を検討する 
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⑦方形井戸 

（再整備－改修） 

本質的価値を伝えるために日常的に見学できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討内容 

 

・投石対策―― ①石をやめる →違う素材で井戸を表現する。 

        ②樹脂で固める 

        ③透明の蓋をする 

            ←耐久性を重要視し①を採用する。 

       ・化粧したコンクリート板を使用する。 

（ｶﾗｰｺﾝｸﾘｰﾄ、1250×1450×100） 

       ・水色の着色を行う。 

       ・水面をイメージする表面仕上げを行う。 

（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ仕上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図 

化粧を行ったコンクリート板を追加する 
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■木材の防腐・防蟻処理についての考え方と整理 

①防腐・防蟻処理剤の種類 →防腐と防蟻は同じ薬剤で効果がある。 

 ・薬剤は使用する場所（屋外・屋内）により使い分けを行う。 

使用場所 処理方法 種類 色 処理時間 

屋外 加圧注入 水性 無色・ｸﾞﾘｰﾝ 8 時間 

屋内 塗布 油性 無色 数分～数十分 

 

②樹種による違い 

処理しやすい樹種―― ヒノキ、スギ 

  処理しにくい樹種―― ケヤキ ←ただし木材自体に防腐効果を持っている。 

マツ 

             雑木（クヌギ、コナラ）―― 皮剥ぎ ←ただし注入厚はｽｷﾞ、ﾋﾉｷの 1/10 程

度 

                           皮付  ←加圧注入は困難 

 

③形状による違い 

 ・長さは加圧注入の処理施設による。→大阪には最大 16ｍの材を処理できる施設がある。 

 ・太さによる違いは同一樹種では変わらない。→スギ、ヒノキなら腐りやすい辺材にほぼ浸透する。 

 

④処理後の加工について 

 ・処理を行うと木材表面に浸透膜が形成されるので、浸透膜を破断する加工は行わない。 

 

 

⑤地際の防腐の強化について 

 ・処理方法の検討 

コンクリート巻 

   銅板、鋼板   →いずれの方法も長期にわたると木材が縮み、 

   テープ巻     すき間ができると水が侵入し腐食の原因となる。 

              ↓（対策） 

          防腐剤の加圧注入処理の上、地際部（地際から上下 10cm程度）に処理剤の追加塗布

を行う。 

 

⑥復元施設等の再整備に使用する木材について 

 ・使用する木材の考え方 

材料、工法にこだわった当初整備への復旧を目指すが 

当初整備の景観を維持しながら材料、工法を検討する。 

      

 ・発掘調査で樹種が判明している場合はなるべく同材を使用するが、価格、技術の面で実行できない 

場合は、史跡公園にある復元施設であることを十分考慮の上、選択する。 

 ・見えないところは耐久性と価格を優先する。 

 ・柱の形状に合った自然木にこだわらない。→南側立柱、掘立柱建物の柱などは加工して使用する。 

 ・景観的に許容できる範囲で、耐久性のある工法を検討する。→防腐、防蟻処理ができる木材に 

変更する。(掘立柱建物、竪穴住居) 

・復元整備に適した主要な木材 

耐久性を考慮する場合 ―― ヒノキおよびスギに加圧注入処理 

自然木らしさを考慮する場合 ―― 雑木（皮剥ぎ）＋加圧注入処理＋塗布処理（地際部） 

                 ↑              ↓ 

加圧注入が十分にできないため   防腐効果を維持するには定期的な 

追加で塗布処理を行う。      メンテナンスが必要である。 
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⑦建物による使用する木材の違い 

・大型掘立柱建物――建物下は腐食は少ない。 

          傷みの激しかった烏止りと千木の一部は 2017 年に交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

・刳り抜き井戸――2019 年に井戸屋形を建替え。←突風により倒壊 

柱（皮剥ぎ）は新材、屋根材等で傷みの少ない木材は再使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・掘立柱建物――2012 年（切妻）2018 年（寄棟）に建替え。←突風により倒壊 

柱はコンクリート擬木。屋根材等で傷みの少ない木材（皮付）は再使用している。 

             ↓ 

一度解体し自然木（皮剥ぎ）に変更する。 

梁を支える二股の自然木は見つからなければ上部に凹み加工する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刳り抜き井戸 

大型掘立柱建物 

掘立柱建物（切妻） 

掘立柱建物（寄棟） 

・防腐処理： 
加圧注入＋塗布 

（地際、小口） 

・コンクリート擬木を自然木
（皮剥ぎ）に変更する。 

・自然の二股にこだわらな
い。 

・上部に凹み加工を行う。 
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・竪穴住居、小型竪穴建物――竪穴住居中央の 4 本の柱がシロアリで細くなって倒壊の危険がある。 

              竪穴住居の屋根部には目立った傷みはない。 

              円形竪穴は垂木の根元が腐食により、き損している部分もあり非常に危険で

あるため全解体し、再復元する必要がある。 

              小型竪穴は強風で樹皮置式蓋が破損している。 

                ↓ 

              一度解体し木材の耐久性を強化して当初整備時に復旧する。 

                     └→防腐処理の強化（加圧注入＋塗布） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹皮置式蓋 

円形竪穴住居 

方形竪穴住居 

小型竪穴建物 

・自然木（皮剥ぎ）にて再整
備を行う。 

・加圧注入の防腐処理ができ
る丸太と板材に変更する。 

・自然の二股にこだわらな
い。 

・上部に凹み加工を行う。 

・防腐処理： 
加圧注入＋塗布 

（地際、小口） 
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・立柱――北側（ケヤキ材：φ500、H=6.0m）：2016 年に強化して当初の柱の再設置を行う。 

柱内には鉄骨にて強化している。 

腐食により倒壊の危険がある。 

南側（マツ材：φ400、H=3.0m） ：2016 年に上端をコンクリート擬木で再設置を行う。 

                 ↓ 

既存の柱は撤去する。 

木材の耐久性を強化して当初整備時に復旧する。 

南柱の上端は、組木と加工で対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立柱（北側） 

立柱（南側） 

・ケヤキでの復元を基本とす
るが、市場性を考慮し、加
圧注入の防腐処理ができ
る、ヒノキに樹種を変更す
ることも検討する。 

・二股材を自然木で探すのが
困難なことから、木材を加
工して作成する。 

・マツでの復元を基本とする
が、市場性を考慮し、加圧
注入の防腐処理ができる、
ヒノキに樹種を変更する
ことも検討する。 
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   ｂ遺構復元 

遺構復元は史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝える上で重要な要素である。当初整備のコンセプトを維持

しつつ、維持管理を考慮した工法の検討を行う。 

来園者に本質的価値を伝えるために良好な状態を回復する。復元施設の破損及び来園者の安全を確保しな

がら復元施設を近くから見学できる方法を検討し、見学者に本質的価値を十分に理解してもらうための解説

やパンフレット、説明板を充実させる。 

⑧環濠 

（再整備－改修） 

本質的価値を伝える上で重要な施設であるため初期整備の状況に再整備を行う。 

・表層材の再検討を行う。 

・環濠土層断面表示は、強度のある材質での再現を検討する。 

・管理の手法については管理スタッフとの協議が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■環濠土層断面表示について 

・現 状：コンクリートウォール＋土化粧（厚 20 ㎜） 

・再整備：再整備においては耐久性を重視する。 

        ↓ 

コンクリートウォール（3000×1000×150）＋ウォータージェット仕上げ＋着色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タックコートの追加 

表層とモルタルの間に 

剥離防止にために設置する。 

断面図 

環濠土層断面表示 
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■表層材について（景観舗装材として比較） 

 

名称 
土系弾性舗装 

（ウレタン樹脂製） 

土系舗装 

（セメント系） 

コンクリート舗装 透水型自然石舗装 

（自然石/難黄変ｳﾚﾀﾝ舗装） 

施行事例     

特徴 

特殊ウレタン樹脂を混合

することにより土特有の

歩行感があり、真砂土の色

がそのまま生かせる。伸縮

目地を設ける必要もなく、

クラックの発生もほぼな

い。 

土の流出性が低く、水みち

が発生しにくく、スロープ

部での施工も容易である。 

真砂土にセメント及び特

殊樹脂を混合、転圧し固め

る土系舗装材。 

乾燥収縮が大きいため、目

地を設ける必要があり、ク

ラック及び土の流出性が

高い。 

水みち、くぼ地の発生が懸

念される。 

真砂土の色より若干白っ

ぽくなる。 

コンクリートを表層に使

用した舗装材。 

強度に優れるが、伸縮が大

きいために目地を設ける

必要がある。 

コンクリート素地を景観

的に良くするために着色

を行う必要があるが、紫外

線や摩耗による変色、すり

減りが懸念される。 

自然石特有の風合いを長

期間保つ透水型自然色舗

装材。 

難黄変樹脂を使用するこ

とで紫外線による劣化・黄

変を軽減した舗装材。 

耐久性 
7 年以上 7 年以上 10 年以上 7 年以上 

○ ○ ◎ ○ 

施工性 

現場で真砂土と樹脂を混

合し敷均し、転圧し仕上げ

る。 

 

現場で真砂土とセメント

及び特殊樹脂を混合し敷

均し、転圧し仕上げる。 

コンクリート工場から運

ばれた生コンクリートを

敷均し、コテ等で仕上げ

る。 

現場で自然石と樹脂を混

合し敷均し、コテ等で仕上

げる。 

 

○ △ ○ △ 

景観性 ○ ○ △ ○ 

評価 

景観的に良く、床、壁など

様々な場所に施工が可能。 

景観的に良いが、転圧が必

要なため壁への対応がで

きない。 

強度があるが、着色がはが

れるなど景観的に問題が

ある。 

景観的に良いが、粒が大き

く樹脂の硬化速度が遅い

ため、勾配が 8％以上にな

ると施工が困難である。 

○ × △ × 

 

・現 状：土系――入口広場：砕石 100+土 70 

復元広場：ﾓﾙﾀﾙ 30+土 20 

・再整備：表層材―― 土系 ←現況 

コンクリート系 

樹脂系 

            ↓ 

           比較検討表の作成 

              ↓ 

             現状と同仕様の土系弾性舗装（ウレタン樹脂系）を採用する。 

             剥離に対する強度を確保するためにコンクリートと土系弾性舗装の間に 

タックコートを施工し密着度を高める。 
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⑨サヌカイト埋納遺構 

（再整備－改修） 

本質的価値を伝える上で重要な施設であるため長期的に維持管理できるような整備を行う。 

・サヌカイト剥片は 1 個づつ設置するのではなく、数個を接着した後で設置することにより剥離しに

くくする。 

・盛土を表現している蓋は使用しない。 

 

 

 

 

 

 
 

⑩イイダコ壺埋納遺構 

（再整備－改修） 

本質的価値を伝える上で重要な施設であるため長期的に維持管理できるような整備を行う。 

・イイダコ壺は破損防止のため強度の強化を図る。 

・焼成土器＋モルタル充填 

 

 

 

 
 

⑪土器埋納遺構 

（再整備－改修） 

本質的価値を伝えるために規模を縮小しながら長期的に維持管理できるような整備を行う。 

・4 箇所あった土器埋納遺構は、数を絞って設置する。 

・土器は、コンクリートによる造形＋着色とし強度を図る。 

 

 

 

 

 

 

  ｃ平面表示 

平面表示は史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝える上で重要な要素である。当初整備のコンセプトを維持

しつつ、維持管理を考慮した工法の検討を行う。 

来園者に本質的価値を伝えるために良好な状態を回復し、十分に理解してもらうための解説やパンフレッ

ト、説明板を充実させる。 

⑫環濠表示 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝えるために初期整備の状況に再整備を行う。 

・舗装は乾燥すると色のコントラストが出にくいことから、再整備において着色を強く行う。 

・平面表示周辺部には芝生を張り土砂が表示部に流れ込まないようにする。 

断面図 

断面図 

断面図 
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⑬区画溝表示 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝えるために初期整備の状況に再整備を行う。 

・舗装は乾燥すると色のコントラストが出にくいことから、再整備において着色を強く行う。 

・平面表示周辺部には芝生を張り土砂が表示部に流れ込まないようにする。 

 

⑭谷地形表示 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝えるために初期整備の状況に再整備を行う。 

・舗装は乾燥すると色のコントラストが出にくいことから、再整備において着色を強く行う。 

・平面表示周辺部には芝生を張り土砂が表示部に流れ込まないようにする。 

 

⑮竪穴住居表示 

（再整備－復旧） 

本質的価値を伝えるために初期整備の状況に再整備を行う。 

・舗装は乾燥すると色のコントラストが出にくいことから、再整備において着色を強く行う。 

・平面表示周辺部には芝生を張り土砂が表示部に流れ込まないようにする。 

 

■土砂の流出防止について 

流出防止対策―― 勾配を緩やかにする。 

         芝生、舗装などで表面土砂が流れないようにする。 

         側溝など排水施設を設置し雨水が地表面を流れないようにする。 
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ⅱ施設 

  ａ弥生情報館 

弥生情報館は史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝える上、また史跡公園の維持管理の拠点として重要な施

設である。老朽化した施設の修繕を行い、弥生の情報発信と維持管理の充実を図る。 

来園者に史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝えるためにホール内の展示方法についての検討を行う。本質

的価値を伝えるための手法としてパンフレットの作成、解説板の増設等を行い、また本質的価値を解説でき

るスタッフの育成を行う。 

弥生情報館 

（建築外装） 

（再整備－改修） 

来園者に十分な情報を提供できるように 20 年経過し老朽化した箇所の修繕を行う。 

・外壁の洗浄、鋼材の再塗装を行う。 

 

（建築内装） 

（再整備－改修） 

建物内の利用状況を再検討し動線確認、部屋割りを行う。 

・雨漏りにより傷んだ天井、壁の修繕を行う。 

・開園面積拡大によるスタッフ増員に対応できるように倉庫を事務室に変更する。 

・外部から直接トイレが利用できるように設定した東側通路は、トイレ利用を館内からに限定するこ

とにより倉庫として使用する。 

 

（設備） 

（再整備－改修） 

来園者に十分な情報を提供できるように 20 年経過し老朽化した箇所の修繕を行う。 

・内装、備品で傷んでいる箇所は修繕を行う。修繕箇所は今後必要な箇所のみとし、仕様は維持管理

の容易なものに変更する。 

・電動ブラインド、手動ブラインドの修繕、交換の検討を行う。 

・節水、感染症対策として水栓の自動化を推進する。 

 

（外構） 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために 20 年経過し老朽化した箇所、景観的に問題のある個所は修繕を行う。 

・景観的に良くない柵は公園全体で統一感のある柵に変更する。 

・足洗い場の水道管は既存のルートを確認の上、改修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

立面図 
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   ｂその他の施設 

公園施設は、日々の利用をうながし課外授業などの学校利用を促進するためには重要な施設である。今後の

利用に則し快適な史跡公園とするための再整備を行う。 

公園内で長時間過ごすためにはゆっくりと、快適に滞在できる空間が必要である。風雨を避けられる屋内空

間は年間を通じて来園してもらうための利便施設が必要であり、本質的価値を伝えるための講座や課外授業な

ど多目的にも利用できる利便施設を整備する。 

利便施設 

（整備－改修） 

本質的価値を伝える施設として、また雨天、夏日など天気の悪い日の利用のための施設として整備を

行う。 

・来園者が長時間滞在でき、管理運営の拠点となる施設。 

・多目的な利用が出来る様に、壁のある部屋と壁のない部屋を検討する。 

・日常利用 ：一般来訪者や園児、小学生の休息の場として休憩室やお弁当が食べられる木陰空間の

デッキテラスを提供する。 

・非日常利用：（講座・講習会利用） 

      多目的室を大空間 1 室、又は可動間仕切で 2 分割にして利用する。 

      （朝市・フリーマーケット利用） 

      デッキテラスで開催し日常時のテーブルを並び替え、陳列台として利用する。 

 

○計画概要 

・建物用途：利便施設（多目的利用） 

・構造規模：鉄骨造平屋建 

      （基礎は遺構に負担をかけないように現況地盤を基礎底として計画する。） 

・建築面積：257.00 ㎡、床面積：240.00 ㎡ 

・諸室面積：スタッフルーム：13.50 ㎡（2～3 人収容） 

倉庫：18.33 ㎡、多目的室：80.25 ㎡、デッキテラス：155.00 ㎡ 

・外部仕上：腰：コンクリート打放し撥水剤吹付、壁：ALC 版 t100（横張り）弾性アクリルリシン吹付 

      屋根：ガルバリウム瓦棒葺き、下地硬質木毛セメント板 t25 

ゴムアスファルトルーフィング t1.0 

（天井グラスウール 24Kt100 敷き込み・アルミ小屋裏レジスター8 ヶ） 

      軒天：バスリブ張り、手摺：アルミフレーム（内外）ガラス t4＋特殊フィルム t4 

      デッキ：樹脂製木目（中空床）張り、見掛鉄部：ケレンの上アルミペイント塗り 

・内部仕上：床：樹脂製木目（中空床）張り、巾木：樹脂製巾木 H60 

壁：PB12.5 EP 吹付、天井：バスリブ張り 
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図 4-2 利便施設周辺イメージ 
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東屋 

（再整備－改修） 

来園者が快適に利用できるように傷みの激しい箇所の修繕を行う。 

・傷みの激しい柱、テーブル、ベンチの交換、補強を行う。 

・破損しやすい土間は強度のある舗装に変更する。 

（再整備－新設） 

・来園者が快適に利用できるように適切な場所に設置する。 
 

ベンチ 

（再整備－改修） 

来園者が快適に利用できるように傷みの激しいベンチは交換を行う。 

・汚れや破損により利用しにくいベンチは交換する。 

・材質は景観に合うように当初整備と同様に木材を使用する。 

 

道具置き場 

（再整備－改修） 

良好な公園を維持するために景観を考慮した配置、デザインを用いて設置する。 

・必要なスペース量を算出し、景観性と利用のしやすさを考慮した設置場所の検討を行う。 

 

ⅲ設備 

  ａ管理設備 

 管理設備は史跡公園内を安全な空間に維持するためには必要な施設である。今後の利用に則した再整備を

行う。 

門扉 

（再整備－改修） 

防犯対策を強化するために設置場所、高さなどフェンスも含め再整備を行う。 

・防犯対策を考慮したフェンス、門扉の設置を検討する。 

・利用動線を考慮した門扉の配置計画を行う。 

・早朝利用、管理体制を考慮した配置計画、仕様を検討する。 

・管理入口の車止めは破損しにくい門扉に変更する。 

・機能と景観を考慮したデザインを採用する。 
 

フェンス 

（再整備－改修） 

防犯対策を強化するために設置場所、高さなどを再検討した整備を行う。 

・防犯対策を考慮したフェンス、門扉の設置を検討する。 

・史跡公園外周部に夜間の侵入防止のためのフェンスを設置する。 

・フェンスは乗り越えにくいような高さとする。 

・史跡公園外周部にフェンスを設置したうえで、復元広場区域のフェンスは撤去する。 

・機能と景観を考慮したデザインを採用する。 
 

車止め 

（再整備－改修） 

外周フェンス、門扉の整備により不要な車止めは整理する。 

・防犯対策を考慮したフェンス、門扉の設置を検討する。 

・入口には、昼間の車の侵入防止は必要である。 

・機能と景観を考慮したデザインを採用する。 
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側溝 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・必要な排水機能を維持できるように維持管理を行う。 

・側溝内に堆積する土砂を少なくするために周辺には芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 

 

集水桝 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・必要な排水機能を維持できるように維持管理を行う。 

・側溝内に堆積する土砂を少なくするために周辺には芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 

・来園者がつまずかないように、来園者動線上にあり、周辺地盤から飛び出している段差の大きいも

のは周辺地盤の整備又は再設置を検討する。 
 

マンホール 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・来園者がつまずかないように、来園者動線上にあり、周辺地盤から飛び出している段差の大きいも

のは周辺地盤の整備又は再設置を検討する。 

 

園路灯 

（再整備－改修） 

史跡公園内の安全に必要な照度が確保できるように再整備を行う。 

・当初整備は景観を考慮し H=900 の公園灯であったが照度が確保しにくいこと、いたずらの対象にな

りやすいことからハイポール灯に変更し配置計画を行う。 

・灯具のデザインはいたずらによる投石に強いものを採用する。 

・ランプは維持管理を考慮し LED を採用する。 
 

散水栓 

（再整備－改修） 

来園者の安全が確保できるように改修を行う。 

・来園者がつまずかないように、来園者動線上にある散水栓で段差の大きいものは再設置を行う。 

 

  ｂ電気設備 

電気設備は史跡公園内を安全な空間に維持するためには必要な施設である。今後の利用に則した再整備を

行い防犯のための設備の充実を図る。 

電源盤 

（再整備－撤去） 

イベント時は電源車の使用を基本とし電源盤の再整備は行わない。 

・将来の利用状況を検討し、必要がなければ本体、ケーブル及び変圧器の撤去を行う。 

 
引込柱、分電盤、変圧器 

（再整備－維持管理） 

良好な公園を維持するために定期的な維持管理を進める。 

・変圧器は将来の電力使用を見直し、必要性について検討を行う。 
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警報装置 

（整備－新設） 

夜間の防犯、安全対策を強化するために監視カメラを設置する。 

・いたずらに対しての抑止力を持たせるために、入口及びいたずらの多い主要な施設に対して監視カ

メラを設置する。 

 

  ｃ保存のための設備 

盛土は史跡指定地に眠る遺構を後世に良好な状態で継承するための重要な要素である。全体計画の施設整

備を確認しながら必要な盛土厚を確保する必要がある。 

盛土 

（再整備－復旧） 

史跡を保存するために盛土の厚みを確保する。 

・第 1 期整備地については、土が流出してしまったところの地形復旧を行う。 

 

遺構保存のための盛土、鉄板 

（再整備－維持管理） 

史跡を保存するために現状を維持する。 

・整備後の状況が目視できないために、管理者と協議を行いながら、遺構に支障が発生しないか監視

を続ける。 

 

  ｄサイン・看板 

解説板は史跡公園全体また個別の施設を史跡公園利用者に知ってもらうための施設であり、案内板や注意

表示板は快適な公園利用を行ってもらうための施設である。景観に考慮しながら必要な施設の充実を図る。 

園名板 

（再整備－新設） 

通行する人、車に史跡公園をアピールするために主要な入口に公園名板を設置する。 

・公園の顔となる名板は耐久性と見栄えを考慮したデザインを検討する。 

・車に対して史跡をアピールできる看板を設置する。 

 
案内板 

（再整備－改修・新設） 

来園者に史跡公園内を良く知ってもらうために将来計画を基に動線計画を行い誘導表示板の設置を

検討する。また、主要な箇所に総合案内板を設置する。 

・来園者に公園全体の状況を知ってもらう重要な施設であるため、案内板と誘導表示板を充実させる。 

・設置場所は整備後の来園者の移動動線を検討し配置計画を行う。 

・材質は木材にこだわらず耐久性を考慮したものを採用する。 

 
解説板 

（再整備－新設） 

来園者に本質的価値を学んでもらうために復元施設を中心に解説板を設置する。設置については景観

も重視する。 

・解説板は池上曽根遺跡の本質的価値を来園者に教える重要な施設であるため、充実させる。 

・景観と耐久性を考慮し、固定式と可動式を併用する。 

・材質は木材にはこだわらない。ただし、周囲と調和せず解説板だけ目立つような色やデザインは避

ける。 
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名称板 

（再整備－新設） 

来園者に本質的価値を学んでもらうために復元施設を中心に名称板の再整備を行う。 

・名称板は池上曽根遺跡の本質的価値を来園者に示す重要な設備である。 

・当初設計の地表面に設置する工法は採用するが、耐久性のある表示面の検討を行う。 

・景観を考慮し保存区域になじむデザインを検討する。 

 

掲示板 

（再整備－新設） 

今後、公園区域が拡大するにあたって来園者に最新の情報を発信するために掲示板の追加を検討す

る。 

・景観を考慮してデザインの統一を図る。 
 

注意看板 

（再整備－改修・新設） 

来園者の安全を確保するために利用状況を確認しながら必要な箇所には注意看板を追加する。 

・景観を考慮してデザインの統一を図る。 

 

ⅳ工作物 

  ａ園路 

公園利用者が安全に散策を行うための施設であり水たまりや不陸のないように維持管理、再整備を行う。 

インターロッキング舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために不陸が激しく水たまりになるような箇所は修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・園路内に土砂が堆積している箇所があるために周辺には芝生等による土砂の流出防止対策を検討す

る。 

 
自然色アスファルト舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために表面が破損している箇所は修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・園路内に土砂が堆積している箇所があるため、周辺には芝生等による土砂の流出防止対策を検討す

る。 
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   ｂ広場 

広場は課外学習やイベントを行う場所であり水たまりや不陸のないように維持管理、再整備を行う。 

インターロッキング舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために不陸が激しく水たまりになるような箇所は修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・園路内に土砂が堆積している箇所があるため、芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 
 

木舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために傷みの激しい箇所は材質を検討し修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・耐久性を考慮し木材は合成木材に変更する。 
 

土舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために不陸が激しく水たまりになるような箇所は修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・園路内に土砂が堆積している箇所があるため、芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 
 

アスファルト舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために表面が破損している箇所は修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・園路内に土砂が堆積している箇所があるため、芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 
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図 4-3 外周植栽計画ゾーニング図 

ⅴ樹木 
樹木の役割には大きく分けて修景効果、緑陰効果、緩衝効果、防災効果、環境抑制効果、生態系の保全効

果があり、公園内の樹木は利用者に木陰などを提供すると共に四季折々の移り変わりを感じてもらい、憩い

の場として利用してもらうためには必要なものである。公園内からの景観（復元エリアからの景観とその他

のエリアからの景観）と国道 26 号からの景観を考慮しながら植栽計画の再検討を行う。 

史跡公園内で弥生時代を体感することと、史跡公園としての認知度を上げることを両立するために、復元

エリアからは周辺景観が見えないように外周植栽や街路樹の植栽密度を上げた遮蔽植栽を行う。その他のエ

リア周辺は道路から公園が認識できるように街路樹は植栽密度の低い並木を採用するなどメリハリをつけ

た植栽を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

弥生の空間 
からの景観 

国道 26 号 
からの景観 

公園内部 
からの景観 

良好な外周植栽の形成 

良好な外周植栽の形成 

曽禰神社 
借景とする既存樹木 

国道 26 号の街路樹 
（並木） 

国道 26 号の街路樹 
（並木） 

国道 26 号の街路樹 
（樹林） 

府道の街路樹 
（並木） 

良好な外周植栽の形成 

（いずみいのちの森） 

公園内部 
からの景観 

国道 26 号 
からの景観 

府道 
からの景観 

弥生の空間からの景観 

公園内部からの景観 

国道 26 号からの景観 

府道からの景観 

外周植栽（遮蔽植栽） 

外周植栽（並木） 



84 

 

 

   ａ植栽 

植栽（高木、中木） 

（再整備－改修） 

日常利用を促進するために日陰を確保するための植栽を行う。 

・地下にある遺構の状況を確認しながら来園者に日陰を与える植栽を行う。 

・公園内の良好な景観を確保するために外周植栽の充実を図る。 

 

植栽（低木、地被類） 

（再整備－改修） 

維持管理スタッフと協力しながら公園内に華やかさを演出する草花の植栽を検討する。 

・花壇の植え替えのカレンダーを作成し、植え付けのない時期も見栄え良くし、遺構復元として来園

者に見てもらう。 

 

植栽（芝生） 

（再整備－新設） 

走ったり転がったりできる芝生の広場は様々な状況で利用が可能であるため積極的な導入を図る。 

・広場空間には土砂流出対策も含めて芝生を植栽する。 

・定期的な維持管理が必要なため管理者との協議が必要である。 

・芝生地は大型の芝刈り機が使用できるなど維持管理が容易なように植栽する。 
 

いずみいのちの森 

（再整備－維持管理） 

最低限の維持管理を行いながら良好な樹林の形成を促す。 

・西側外周植栽の充実を図る。 

・あまり密集すると安全上の問題があるため最低限の維持管理を行う。 

 

  ｂ樹木 

既存樹木（指定地内）  

（再整備－維持管理） 

未買収地に生育していることから地権者に適切な管理を促す。 

・遺構に負担がかからないか監視を続ける。 

 

既存樹木（街路樹）  

（再整備－維持管理） 

国道 26 号沿いの植栽は、外からの景観と中からの景観を考慮し剪定、間伐などを管理者と協議を行

う。 

・各視点からの景観を考慮しながら樹林帯の厚みに強弱を持たせる。 

 
既存樹木（曽禰神社）  

（再整備－維持管理） 

良好な樹林は公園内からの借景として利用する。 

・良好な借景を維持するために神社との協力を続ける。 
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②北エリア 

ⅰ復元施設 

  ａ平面表示 

平面表示は史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝える上で重要な要素である。当初整備のコンセプトを維持

しつつ、維持管理を考慮した工法の検討を行う。 

来園者に本質的価値を伝えるために良好な状態を回復し、十分に理解してもらうための解説やパンフレッ

ト、説明板を充実させる。 

①自然流路表示 

（再整備－維持管理） 

本質的価値を学ぶために現状を維持する。 

・芝生地内にクローバーの侵入を防ぐことは維持管理に大きな負担になることから、景観的に緑を維

持できるのならクローバーの進入を認める維持管理を行う。 

 

ⅱ施設 

  ａ弥生学習館 

弥生学習館は史跡池上曽根遺跡の本質的価値を伝えるために、弥生時代の生活様式と技術について実体験

しながら学ぶ場の拠点として重要な施設である。これからもこの機能を充実させ、強化していくべきである。

適切な体験学習の実施と、池上曽根遺跡に関する情報発信を行っていくため、現在抱えている課題を解決す

ることを目的に施設の改修を行うだけでなく、今後の事業の広がりなどを考慮したうえでの再整備、改修を

行う。改修に際してはライフサイクルコストを必要最小限に抑えるという観点からの改修・保全を実施する。 

また、弥生学習館の改修は、「泉大津市国土強靭化地域計画」（令和 4（2022）年 3 月策定）の事前に備え

るべき目標１に位置付けられている。 

弥生学習館 

（建築外装） 

（再整備－改修） 

来館者に適切な体験学習が提供できるように、設置時に近い状態となるよう修繕を行う。 

・屋上及び窓枠コーティングの点検を行い、防水処理修繕を行う。 

・外壁コンクリートクラックの修繕を行う。 

・外装の鋼材について再塗装を行う。 

・台風で飛ばされたガラス板の再設置を協議する。 

・屋内に雨が吹き込み、利用や管理に影響を与えている窓などの始末を検討する。 

 

（建築内装） 

（再整備－改修） 

建物内の利用状況を確認し施設及び設備の配置を再検討し、より来館者の利便性につなげる。 

・利用者に情報を発信・誘導するサインの設置を検討し、深い学びにつなげる。 

・床板の点検、補修を行う。 

 

（設備） 

（再整備－改修） 

来館者が適切な体験学習ができるよう、設置時に近い状態を目指した修繕を行うほか、だれもが利用

しやすいユニバーサルデザインを採用し、ゼロカーボンへ向けた設備を導入するなど、適切な設備の

更新を実施する。 

・空調設備を省エネルギー機器へ更新するほか、全館空調から個別空調への変更を検討する。 

・照明器具の LED 化を実施する。 

・トイレの洋式化、多機能トイレの機能充実を検討する。 
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・節水、感染症対策として水栓の自動化を推進する。 

・不要な設備の撤去を行う。 

・排煙窓の修繕を行う。 

・展示コーナーの音響、映像設備などの点検、改修を行う。 

・展示水槽については開館当初の「大阪湾に暮らすいきもの」に焦点をあてた展示から、「身近にくら

す生き物」「水田と生き物とのかかわり」に変更しているが、この変更に合わせた展示解説を設置す

る。また淡水魚専用にすることにより循環設備の軽減を図ることとし電気設備等の点検、改修を行

う。 

 

（外構） 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために景観的に問題のある個所は修繕を行い、入館しやすい施設を維持する。 

・外部に学習館の存在をわかりやすく知らせるため、看板などの設置を検討する。 

・建物外周については機能面及び景観的に不具合のある箇所は改修する。 

・傷みの激しいウッドデッキの貼り替えを実施し、児童らが安全・安心に利用できる状態にする。 

・金属部が、耐久性を保っているか確認し、塗装、改修を行う。 

・展示ホール周辺は景観を考慮し、人工芝等を活用した改修を行う。 

 

（ホール） 

（再整備－改修） 

史跡の本質的価値である出土遺物を適切に保管し、後世に伝えるための重要な場所として適切な状態

を保つための修繕を行う。 

・出土遺物の保存を最大限に考慮しながら、設備の改修を行う。 

・遺物を適切に管理するため、外壁、防水処理の点検、改修を行う。 

・入口の自動ドアの修繕を行う。 

・ホール床の透明ガラスは、「発掘調査現場を俯瞰して体験する」というコンセプトに必要な設備であ

るが、透明度が低下しているため清掃及び交換を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂその他の施設 

公園施設は、日々の利用をうながし体験学習を行うためには重要な施設である。今後の利用に則した再整

備を行う。 

手洗い場 

（再整備－改修） 

来園者が快適に利用できるように傷みの激しい箇所の修繕を行う。 

・蛇口の再設置を行う。 

・コンクリートの洗浄を行う。 

立面図 

平面図 
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倉庫 

（再整備－維持管理） 

良好な公園を維持するために現状を維持する。 

・壁の洗浄を行う。 

・現状を維持するが、建て替え時には景観を考慮しながら、落書き対策を行った外壁の検討を行う。 

 
ベンチ 

（整備－新設） 

来園者が快適に利用できるようにベンチを整備する。 

・材質は景観に合うものを検討する。 

 

ⅲ設備 

  ａ管理設備                                          

管理設備は史跡公園内を安全な空間に維持するために必要な施設である。今後の利用に則した再整備を行

う。 

門扉 

（再整備－維持管理） 

来園者の安全を確保するために利用状況を考慮しながら現状を維持する。 

・防犯対策を考慮したフェンス、門扉の設置を検討する。 

・機能と景観を考慮したデザインを採用する。 

 

フェンス 

（再整備－改修） 

安全確保のため、転落防止のフェンスを充実させる。 

・防犯対策を考慮したフェンス、門扉の設置を検討する。 

・破損しているフェンスの修繕を行う。 

・隣接する畔田公園と条東小学校との相互利用を推進するための検討を行う。 

・機能と景観を考慮したデザインを採用する。 
 

車止め 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・フェンス、門扉の配置計画と連動しながら整備、維持管理を進める。 

・機能と景観を考慮したデザインを採用する。 

 

側溝 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・必要な排水機能を維持できるように維持管理を行う。 

・側溝内に堆積する土砂を少なくするために周辺には芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 

 

集水桝 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・必要な排水機能を維持できるように維持管理を行う。 
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園路灯 

（再整備－改修） 

史跡公園内の安全に必要な照度が確保できるように再整備を行う。 

・ランプは維持管理を考慮し LED を採用する。 

 

階段 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・コンクリートの経年劣化による亀裂の発生に注意する。 

・コンクリートの洗浄を行う。 

 
スロープ 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・コンクリートの経年劣化による亀裂の発生に注意する。 

・コンクリートの洗浄を行う。 

 

手摺 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・利用者の安全を確保するため、日常の点検で注意を図る。 

 

散水栓 

（再整備－改修） 

来園者の安全が確保できるように改修を行う。 

・段差の大きいものは再設置を行う。 

 

  ｂ電気設備 

電気設備は史跡公園内を安全な空間に維持するためには必要な施設である。今後の利用に則した再整備を

行い防犯のための設備の充実を図る。 

引込柱、分電盤 

（再整備－維持管理） 

良好な公園を維持するために定期的な維持管理を進める。 

・全体整備完了時の電力使用を考慮しながら、利用状況の使用量に合った設備レベルを検討しながら

維持管理を進める。 

 

  ｃ保存のための設備 

盛土は史跡指定地に眠る遺構を後世に良好な状態で継承するための重要な要素である。全体計画の施設整

備を確認しながら必要な盛土厚を確保する必要がある。 

盛土 

（再整備－維持管理） 

当初整備の機能が維持できるように維持管理を進める。 

・整備後の状況が目視できないために、遺構に支障が発生しないか地盤の沈下には監視を続ける。 
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  ｄサイン・看板 

案内板や注意表示板は快適な公園利用を行ってもらうための施設である。景観に考慮しながら必要な施設

の充実を図る。 

案内板 

（再整備－新設） 

来園者に史跡公園内を良く知ってもらうために、将来計画を基に動線計画を行い、誘導表示板の設置

を検討する。また、主要な箇所に総合案内板を設置する。 

・来園者に公園全体の状況を知ってもらう重要な施設であるため、案内板と誘導表示板を充実させる。 

・材質は木材にこだわらず耐久性を考慮したものを採用する。 

 
掲示板 

（再整備－新設） 

今後、公園区域が拡大するにあたって来園者に最新の情報を発信するために掲示板の追加を検討する

必要がある。 

・現在は弥生情報館と弥生学習館の 2 箇所で対応しているが、史跡全体の整備が完了した時には来園

者への情報提供のための掲示板の追加を検討する。 

 

ⅳ工作物 

  ａ広場 

広場は体験学習やイベントを行う場所であり水たまりや不陸のないように維持管理、再整備を行う。 

土舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために不陸が激しく水たまりになるような箇所は修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・園路内に土砂が堆積している箇所があるため、芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 

 

自然色アスファルト舗装 

（再整備－改修） 

来園者の安全を確保するために表面が破損している箇所は修繕を行う。 

・利用者が安全に使用できるように維持管理を務める。 

・不陸がある場所は再設置を行う。 

・園路内に土砂が堆積している箇所があるため、芝生等による土砂の流出防止対策を検討する。 
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ⅴ樹木 
P.83 に示したとおり、府道からの景観を考慮しながら植栽計画の再検討を行う。 

 

  ａ植栽 

植栽（高木、中木） 

（再整備－改修） 

日常利用を促進するために日陰が確保できる植栽を行う。 

・地下にある遺構の状況を確認しながら来園者に日陰を与える植栽を行う。 

 

植栽（低木、地被類） 

（再整備－改修） 

死角ができないように剪定など管理を行う。 

・生育状況を確認しながら補植を行う。 

・大きく成長すると死角が発生するため注意が必要である。 

 

  ｂ樹木 

既存樹木（街路樹） 

（再整備－維持管理） 

緑のボリュームが出る様に管理者と協議を行う。 

・並木として良好な成長を促す。 
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 2 第 2期第 2次整備地                               

①中央エリア 

ⅰ復元施設 

  ａ平面表示 

環濠表示 

（整備－新設） 

本質的価値を伝えるために整備を行う。 

・舗装は乾燥すると色のコントラストが出にくいことから、着色を強く行う。 

・平面表示周辺部には芝生を張り土砂が表示部に流れ込まないようにする。 

 

自然流路表示 

（整備－新設） 

本質的価値を学ぶために整備を行う。 

・芝生で自然流路を表示する。芝生地内にクローバーの侵入を防ぐことは維持管理に大きな負担にな

ることから、景観的に緑を維持できるのならクローバーの進入を認める維持管理を行う。 

 

ⅱ施設 

  ａその他の施設 

便益施設 

（整備－新設） 

来園者に長時間滞在してもらうため中央エリア北側にもトイレを設置する。 

・建物内にはトイレと休憩スペースを併設し、史跡公園内で快適に過ごせる空間を確保する。 

 

○計画概要 

・建物用途：便益施設（公衆トイレ＋休憩室） 

・構造規模：鉄骨及び鉄筋コンクリート混合造平屋建 

      （基礎は遺構に負担をかけないように現況地盤を基礎底として計画する。） 

・建築面積：189.15 ㎡、床面積：144.87 ㎡ 

・諸室面積：公衆トイレ：53.63 ㎡、休憩室：81.29㎡ 

倉庫：9.95 ㎡ 

・外部仕上：腰：コンクリート打放しフッ素樹脂塗料カラークリア吹付 

      壁：コンクリート打放しフッ素樹脂塗料カラークリア吹付 

      屋根：断熱両面アルミ箔貼りインシアヌレートボード 

      軒天：耐水 PB12.5 突合せ張り EP 塗り 

      テラス：300 角タイル張り（足洗い場：磁器質 50 角タイル張り） 

      鉄部：防錆・防食塗装仕上げ 

・内部仕上：休憩室：床：せっき質 300 角タイル張り 

前室：壁：コンクリート打放しフッ素樹脂塗料カラークリア吹付 

天井：耐水 PB12.5 突合せ張り EP 塗り 

倉庫：床：モルタル金ゴテ仕上ｔ30 

壁：コンクリート下地硬質ウレタンフォーム複合木ｔ19.5、GL 張りの上 EP 塗り 

便所：磁器質 150 角タイル張り 

多目的便所：壁：コンクリート打放しフッ素樹脂塗料カラークリア吹付 

天井：耐水 PB12.5 突合せ張り EP 塗り 
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東屋 

（整備－新設） 

来園者が快適に利用できるような東屋を整備する。 

・デザインは掘立柱建物をイメージしたものとする。 

 

ⅲ設備 

  ａ保存のための設備 

盛土 

（整備－新設） 

2 期整備地の市有地に盛土を行いイベント等に対応できる広場として整備する。 

・多目的な広場とし、来園者を増やすための様々なイベントに対応できるようにする。 

 

ⅳ工作物 

  ａ広場 

多目的広場 

（整備－新設） 

様ざまなイベント等にも対応できる広場として整備する。 

・盛土高は 50 ㎝以上を確保し、確実に史跡が保存できるようにする。 

・現在開口している光明池水路は、ボックスカルバート化し、広場として有効活用できるようにする。 

・安全に使用できるように、芝張りとする。 
 

東入口広場 

（整備－新設） 

来園者の利便性を向上させるため中央エリア北側にも入口を設ける。 

・入口の配置では信太山駅から最も近い入口となるため、コンクリート舗装とし将来はメイン入口と

する方向で整備を進める。 

 

出会いの広場 

（整備－新設） 

・大阪湾側からの池上曽根遺跡に出会う場として広場整備を行い、史跡公園へと誘導する。 
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 3 情報発信のための整備                             
①サイン、解説 

本質的価値を効果的に来園者に伝える手段として、デジタルコンテンツを積極的に活用する。パンフレッ

ト等での情報提供は情報量が限られているので、多くの情報が選択的に得られるデジタルコンテンツは有効

である。また、今日では多くの人がスマートフォンを持っており、これらのツールを介して情報を伝えるこ

とは、来園者に本質的価値を伝えやすく、手軽に楽しんで学んでもらえる手法である。 

 

○ＡＲ、ＶＲの活用の検討 

・復元区域内にスマートフォンをかざすと、復元建物とあわせて仮想建物や弥生時代の人々を映し出すなど

することにより、より詳しく直接的に弥生時代の池上曽根遺跡の状況を把握しやすくする。 

・復元建物にスマートフォンをかざすことで、復元建物の詳細な説明文を浮かび上がらせるなど解説板を極

力減らした情報提供を行い、景観を維持する。 

・弥生情報館、弥生学習館からＶＲを使用して池上曽根遺跡を体験してもらう。悪天候時などの制限を受け

ずに、また実際の敷地内を移動するのは困難な車いす利用者への情報提供が可能である。 

・ＶＲを利用し上空から池上曽根遺跡を見ることにより、広がりのある環濠集落を学ぶ事ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ホームページの作成 

史跡池上曽根遺跡を多くの人々に知ってもらい、興味を持ってもらうことは、来園者を増やすためには重

要なことである。手軽に情報を入手できるインターネット内に池上曽根史跡公園単独のホームページを立ち

上げ、詳しい情報を提供できるようにする。 

 

 4 管理・運営                                   
①指定管理者制度等の導入 

和泉市と泉大津市が管理、運営について協力し、地域の人々がこれまで行ってきた活動を活かしながら進

めていく。そのためのシステムを構築し、民間事業者のノウハウを活用した指定管理者制度等の導入を行う。

その際には、その手法、範囲などを検討し、施設等に合った導入時期や手法を見定める。 

 

②防犯対策の強化 

史跡公園を適切に維持していくためには、施設や設備を適切な状態で保っていかねばならない。 

そのために防犯カメラやフェンスの設置を検討する。 

 

  

ＡＲ(Augmented Reality : 拡張現実) 

AR とは、現実世界に仮想的なものを CG 等で付加情報を表示させ現実世界を誇張させる技術。VR は現実世界と

は切り離された仮想世界に入り込むが、AR はあくまで現実世界が主体である。スマホなどモバイルデバイスの

カメラで映した現実の映像に、実際には存在しない店舗情報や動画、画像、キャラクターなどデジタルコンテ

ンツを表示するすることで、まるで現実が拡張されたかのような状況を作り出すことができる技術。 

ＶＲ(Virtual Reality:仮想現実) 

VR とは CG等で人工的な空間、世界を作り出し、あたかもそこにいるような感覚を体験できる技術。主にヘッ

ドマウントディスプレイ（HMD）と呼ばれるゴーグル型のディスプレイを頭から装着することで、まるでコン

ピュータが作り出した仮想空間の中に入ったかのような体験ができる技術。 
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第 3節 管理計画 

史跡池上曽根遺跡に関わる施設や設備を長期間にわたって良好な状態に維持するには、定期的な点検、修繕

が必要である。長寿命化計画の考え方を参考に、項目ごとの点検、修理時期の設定、材料の再選定について検

討をおこなう。 

長寿命化計画は、地方公共団体等における公園施設の計画的な維持管理の方針を明確化、共有するとともに、

施設ごとに、管理方針、長寿命化対策の 予定時期・内容などを、最も低廉なコストで実施できるよう整理す

るものである。公園の遊具や施設（ベンチ等）について、公園利用者のさらなる安全性確保及びライフサイク

ルコスト縮減の視点から、適正な施設点検や維持管理等の予防保全管理を行い、施設の長寿命化対策及び計画

的な修繕、補修、更新を行うことを目的とする。 

現在健全である公園施設についても定期的な補修などを実施することで、公園施設の長期間に渡る機能の発

揮を目指す事が重要である 

用語解説 

長寿命化対策 ――予防保全型管理において、公園施設の使用見込み期間の延伸及び

ライフサイクルコストの縮減に寄与する定期的な健全度調査や補

修を指す。 

予防保全型管理――施設の劣化や損傷の進行を未然に防止し長持ちさせることを目的

に、計画的な手入れを行うよう管理する方法をいう。 

事後保全型管理――施設の日常的な維持管理や点検を行い、施設の機能が果たせなく

なった段階で取り換えるよう管理する方法をいう。 

修繕――公園施設の維持保全のうち、部分的な修復や消耗材の部品交換などを指す。 

－修繕の例－ 

・部分的に欠損したブロック系舗装にアスファルト舗装を充填 

・塗装の簡易な修復のために行うタッチアップ塗装 

・支柱や梁・手摺りなどの交換をともなわない、ボルト・金具などの交換 

補修――予防保全型管理において、施設の寿命を延ばすことを目的に行う、大幅な修理や交換を指す。 

－補修の例－ 

・木材 ――塗装及び防腐剤注入あるいは塗布による腐食防止 

合成木材への転換 

高圧洗浄などによるカビの除去 

・その他――耐久性の高い材料への部材交換 

更新――公園施設を取り換えたり新しく作り直すことを指す。 

 

 1 復元施設                                    
①木造の復元施設 

木造は、法定耐用年数は 22 年、十分な修繕をおこなった場合の期待耐用年数は 50～60 年以上である。 

大型掘立柱建物を含む復元施設群は、国登録有形文化財を目指し、長期に渡り健全な状態を保つよう、定

期的なモニタリングを実施する。 

 
部位 

想定され
る耐久性 

点検
方法 

点検項目 点検修理時期 

本
体 

屋根 
茅 
棟押え 

30 年 
10 年 

目視 
目視 

損傷、ずれ、抜け等 
損傷、ずれ、抜け等 

10、20 年毎に表面 1/3
補修、30 年で全て葺替え 

躯体 

柱、梁、桁等 
 
床材 
 
壁材 
 
結束材 

30 年 
 
20 年 
 
20 年 
 
10 年 

目視 
 
目視 
 
目視 
 
目視 

腐朽、シロアリ食害 
 
反り、剥がれ、腐朽、 

シロアリ食害 
反り、剥がれ、腐朽、 

シロアリ食害 
緩み、切れ等 

3 年毎に点検・補修 
5 年毎に防蟻処理 

10 年毎に点検・補修 
 
10 年毎に点検・補修 
 
その都度締め直し 

基
礎 

基礎 柱基礎 20～30 年 目視 ずれ、割れ、沈下等 その都度補修 

内
部 

床 土間 10 年 目視 
ひび割れ、湿気、 

土流出入等 
その都度補修 

 

②その他工法の復元施設  

1 年毎に目視点検を実施する。異常があればその都度修繕を実施する。 
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 2 施設                                      
①情報館、学習館等 RC 造の施設 

RC 造は、法定耐用年数は 47 年、十分な修繕をおこなった場合の期待耐用年数は 65～100 年以上である。 

長寿命化対策を実施し、期待耐用年数を目標として保全していくことは、ライフサイクルコストを必要最

小限に抑えるために重要である。45 年後（2066 年）の更新を目標に管理を行う。 

 
部位 

想定され
る耐久性 

点検方法 点検項目 点検修理時期 

建
築
外
構 

躯体 
基礎 
外壁躯体 

65 年 
 

目視 
目視 

基礎沈下・劣化損傷 
躯体劣化・損傷 

5 年毎 
5 年毎 

外壁 

タイル、石張り、 
モルタル等 

金属パネル系 
吹付、塗装 
シーリング 

30 年 
 
30 年 
30 年 
10 年 

目視・打診 
 
目視 
目視 
目視 

劣化・損傷 
 
劣化・損傷 
劣化・損傷 
劣化・損傷 

5、7、10 年毎 
 
5 年毎 
5 年毎 
5 年毎 

屋上 
防水 
床仕上げ 
排水溝、ドレイン 

10～20 年 
30 年 
 

目視・打診 
目視・打診 
目視・打診 

劣化・損傷等 
劣化・損傷 
劣化・損傷 

3 年毎 
5 年毎 
5 年毎 

開口部 
建具 
ガラス、シーリング 

30 年 
10 年 

目視・打診 
目視・打診 

作動不良・変形・錆等 
剥離・ひび割れ・硬化等 

2 年毎 
3 年毎 

建
築
内
部 

内部 
床 
壁、天井 
建具 

20 年 
20 年 
10 年 

目視・打診 
目視・打診 
目視 

剝れ・摩耗・割れ等 
剝れ・割れ・変色・浮き等 
作動不良・変形・たわみ等 

2 年毎 
3～5 年毎 
 

設
備 

     ※1 

※1：1 年毎に点検の他、法定点検も実施する。異常があればその都度修理を行う。 

 

②上記以外のその他施設 

1 年毎に目視点検を実施する他、必要な法定点検を実施する。異常があればその都度修繕を実施する。 

 

 3 設備                                     
必要な法定点検および定期点検を実施する。異常があればその都度修繕を実施する。 

部位 
想定され
る耐久性 

点検方法 点検項目 点検修理時期 

変圧器 本体 25 年 目視 劣化・損傷 1 月毎 

浄化槽 
本体 
汚泥引き抜き 

 
目視 
 

劣化・損傷 
 

6 回/年 
1 年毎 

 

 4 工作物                                    
定期的に目視・打診点検を実施する。異常があればその都度修繕を実施する。 

部位 
想定され
る耐久性 

点検方法 点検項目 点検修理時期 

工作物 
基礎 
本体 

10～20 年 目視・打診 
基礎沈下・劣化損傷 
躯体劣化・損傷 

5 年毎 
5 年毎 

 

  



97 

 

 5 樹木                                     
シーズン毎に目視点検を実施する他、自然災害等が発生した際はその都度目視で点検を行い、適切な剪定

等を実施する。 

 

・樹木 

内容 回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備考 

落葉樹剪定 1 
 
 

            

常緑樹剪定 1 
 
 

            

株物刈込み 1 
 
 

            

除草 3 
 
 

           
草丈に応じて

随時行う 

施肥 1 
 
 

           
施肥を主体に

して行う 

潅水 適宜 
 
 

           
植えた直後樹

勢の衰えた木 

 

・芝生 

内容 回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備考 

芝刈り 3～7 
 
 

 
 

          

除草 4～6 
 
 

            

施肥 1～3 
 
 

            

目土掛け 1～2 
 
 

            

ｴｱﾚｰｼｮﾝ 1～2 
 
 

           
対象面積
の 20％ 

潅水 適宜 
 
 

            

補植              
対象面積
の 1％ 

 

・花壇 

植え替え回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備考 

年 2 回植え替え 
 
 

            

年 3 回植え替え 

 
 

            

 
 

            

年 4 回植え替え 

 
 

            

 
 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

冬～春花壇 初夏～秋花壇 

冬～春花壇 初夏花壇 夏～秋花壇  

 
冬～春花壇 初夏～夏花壇 秋花壇  

 
冬～春花壇 初夏花壇 夏花壇  

 

秋花壇 

夏花壇 秋花壇  

 

冬花壇 春～初夏花壇 

 

基本剪定   

  

  

芽出し肥 追肥  

  

 

基本剪定 

寒肥 

軽剪定 
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第 5 章 年次計画                  
第 1節 事業スケジュール 

 

表 5-1 再整備・第 2期第 2次整備計画タイムテーブル 

 2021（令和 3）年度 2022（令和 4）年度 2023（令和 5）年度 

 
史跡指定 45 周年 

史跡公園開園 20 周年 
  

整 
 

備 

復
元
施
設 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
設 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
備
・
工
作
物 

第

1

期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第

2

期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活
用 

 

 

 

 

 

 

 

計画 

   

弥生学習館改修 
・基本設計 
・実施設計 

弥生学習館 

改修工事 

再整備計画策定 

弥生情報館修繕 

竪穴建物改修 

・円形竪穴住居 
・方形竪穴住居 
・竪穴住居表示 

利便施設 
・基本設計 
・実施設計 

 

情報の発信と活用の検討 

 

再整備実施設計 

令和 6 年度工事発注図面の作成 

 

再整備基本設計 

第 1 期整備地現地測量 

工  事 
・敷地造成 

・ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 
・その他 

令和 6 年度工事発注図面の作成 

 

第 2 期第 2 次整備基本設計 

        実施設計 

第 2 期整備地現地測量 

令和 5 年度工事発注図面の作成 

 

全体計画 

基本設計見直し 

指定管理者制度等導入の検討 

 

指定管理者制度等導入 

 ※指定管理者制度等については、その手法、範囲などを検討し、施設等に合った導入

時期や管理手法を見定め、随時導入していくものとする。 
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2024（令和 6）年度 2025（令和 7）年度 2026（令和 8）年度 

  
史跡指定 50 周年 

史跡公園開園 25 周年 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

史跡公園 

リニューアルオープン 

工  事 
・敷地造成 

・ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 
・園路、広場 
・植栽 
・その他 

令和 7 年度工事発注図面の作成 

 

 

工  事 

 

工  事 
・敷地造成 
・ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 

・その他 

利便施設 
工  事 

 便益施設 
・基本設計 
・実施設計 

 

便益施設 
工  事 

 

環濠復元改修 

・環濠 
・環濠表示 

祭祀空間遺構復元改修 

・立柱 
・ｻﾇｶｲﾄ埋納遺構 
・ｲｲﾀﾞｺ壺埋納遺構 

・土器埋納遺構 
・区画溝表示 

掘立柱建物改修 
・切妻屋根掘立柱建物 
・寄棟屋根掘立柱建物 
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図 5-1 再整備・第 2期第 2次整備イメージ図（平面図） 

第 2節 再整備・第 2期第 2次整備イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

体験学習広場 

弥生学習館 

出会いの広場 

南入口広場 
凡例 

青字 ……新設 

青字 ……改修 

東入口広場 

多目的広場 

復元広場 
(祭祀空間) 

利便施設 

弥生情報館 

復元広場 
(住居空間) 

にぎわい広場 

便益施設 

体験の広場 

第 1期整備・第 2期第 1次整備平面図 

北入口 

多目的広場 
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資 料                       

 1 これまでの整備内容               
 1 第 1期整備 

①造成工事 

・遺構保護のため盛土による造成を行ったうえで、地形復元を行った。 

・周辺道路との高低差を確保するため第 1 期整備地全域に盛土を 0.5～1ｍ程度行った。 

・計画地盤は国道 26 号から曽禰神社に向かってなだらかに勾配（約 1.0％）をつけた。 

・西側の芝生広場は凹みを付け、大雨時の雨水の貯留機能をもたせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 第 1期整備（造成）  
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②舗装工事 

・入口広場はインターロッキング（現代の広場）と木舗装（弥生の広場）によって整備し、両者を橋でつな

ぐことで、現代から弥生時代へタイムスリップするという演出を行っている。 

・園路は、景観を重視し自然色アスファルト舗装とし、交差点部は車両通行時の強度を確保するためにイン

ターロッキング舗装とした。 

・自然流路や溝の遺構表示は黒色の土舗装とした。一部アスファルト舗装も使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 第 1期整備（舗装）  



104 

 

③復元施設 

・大型掘立柱建物、大型刳り抜き井戸、掘立柱建物 2 棟、小型竪穴、立柱 2 基、竪穴住居 2 棟、方形井戸を

立体復元した。 

・環濠、サヌカイト埋納遺構、イイダコ壺埋納遺構、土器埋納遺構を遺構復元した。 

・環濠、自然流路、溝、谷地形、竪穴住居の平面表示を行った。 

・立体復元については、弥生時代の雰囲気が味わえるように、材料や技法は極力当時のものと同じになるよ

うにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 第 1期整備（復元施設）  
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④施設工事 

・入口広場にインフォメーションセンターとして、池上曽根弥生情報館を設置した。 

・史跡公園北側に体験学習施設として、池上曽根弥生学習館を設置した。 

・来園者の休憩施設として、利便施設や東屋を設置した。 

・園路に沿ってベンチを設置した。 

・史跡公園北側の広場に手洗い場を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 第 1期整備（施設）  
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⑤設備工事 

・第 1 期整備地外周部に高さ 1.2ｍのフェンスを設置した。 

・復元区域の周囲に高さ 1.5ｍのフェンスを設置した。取り外しが可能な仕様とした。 

・入口部に園名板を設置した。 

・各復元施設に名称板を設置した。名称板は見学の支障にならないように地表面に設置した。 

・解説板は入口広場、復元区域に設置した。解説板は見学の支障にならないように背の低いものとし、移動

可能な仕様にした。また、整備にあたって、人と人との対話によって池上曽根遺跡を学ぶことを目的とし

たため、解説板の設置は最小限にとどめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 第 1期整備（設備 1）  
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・給水設備として、芝生への潅水を目的とし、園路沿いに散水栓を配置した。 

・排水設備として、外周沿いに側溝を設置し、広場内に水溜り防止のための暗渠管を設置した。西側芝生広

場には雨水放流制御のため貯水池とオリフィス枡を設置した。 

・史跡公園内の用水路について、管理者との協議により暗渠化を行った。清掃等の維持管理が必要なため、

部分的に開口部や管理用枡、人孔を設置した。 

・電気設備として、入口広場周辺にはハイポール等を、広場内には園路に沿ってフットライトを設置した。 

・復元エリア内にはイベント用の電源盤を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 第 1期整備（設備 2）  
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⑥植栽工事 

・発掘調査における花粉分析等の結果をもとに樹種を選定した。 

・植栽配置は、遺構の負担とならないよう設定した。 

・境界部は広場の演出効果、周辺住民のプライバシー確保のため、常緑樹をベースにした遮蔽植栽を行った。 

・第 1 期整備地内は空間の広がりを出すために高木のパンチング植栽と芝生をベースにした植栽を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 第 1期整備（植栽）  
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 2 第 2期第 1次整備 

①造成工事 

・水田の上に、遺構を保護するために厚さ 0.3ｍ程度の盛土を行っている。表面勾配は 0.5％程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 第 2期整備（造成） 
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 2 アンケート調査                 
史跡公園を利用する人びとの意向を把握するために、「史跡池上曽根遺跡保存活用計画、2021（令和 3）3

月」にてアンケート調査を行った。調査の方法及び結果を以下に示す。 

 

①調査方法                                                            

利用者の意向調査は、インターネットによるアンケートにて実施した。予備調査として近隣市在住の約

5,000 人に「池上曽根史跡公園に来園したことがあるか」と質問を送付し、3,371 人から回答を得た。その

うち、来園したことがあると回答した人に本調査を実施し、206 人から回答を得た。 

実施時期：予備調査 2020（令和 2）年 7 月   

本調査 2020（令和 2）年 7 月 

 

②調査結果                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約 32％の人が来園した

ことがあると回答した。 

和泉市、泉大津市及び近

隣市の約 53％に、池上曽

根史跡公園が弥生時代の

史跡であることを伝える

ことができていない。 

＜予備調査＞

池上曽根史跡公園に来園されたこと
がありますか。
単一回答 人 ％

1 はい 1,090 32.3

2 いいえ 2,281 67.7

全体 3,371 100.0

地域別内訳

Q1
池上曽根史跡公園に来園されたこと
がありますか。

全体 はい いいえ

1 和泉市 450 275 175
2 泉大津市 194 133 61

3 高石市 139 80 59
4 堺市 2,093 419 1,674
5 忠岡町 29 16 13

6 岸和田市 424 160 264
7 上記以外の大阪府内 28 5 23

8 大阪府以外 14 2 12
全体 3,371 1,090 2,281

池上曽根史跡公園が弥生時代の史跡
とご存知ですか。
単一回答 人 ％

1 はい 1,570 46.6
2 いいえ 1,801 53.4

全体 3,371 100.0

地域別内訳

Q2
 池上曽根史跡公園が弥生時代の史
跡とご存知ですか。

全体 はい いいえ

1 和泉市 450 364 86
2 泉大津市 194 156 38
3 高石市 139 96 43

4 堺市 2,093 678 1,415
5 忠岡町 29 22 7

6 岸和田市 424 241 183
7 上記以外の大阪府内 28 9 19

8 大阪府以外 14 4 10
全体 3,371 1,570 1,801

あなたが主にお住まいの住所を教えて
下さい。
単一回答 人 ％

1 和泉市 450 13.3
2 泉大津市 194 5.8

3 高石市 139 4.1
4 堺市 2,093 62.1

5 忠岡町 29 0.9
6 岸和田市 424 12.6
7 上記以外の大阪府内 28 0.8

8 大阪府以外 14 0.4

全体 3,371 100.0

Q1

Q2

Q3

はい

46.6%いいえ

53.4%

はい

32.3%

いいえ

67.7%

和泉市

13.3%
泉大津市

5.8%

高石市

4.1%

堺市

62.1%

忠岡町

0.9%

岸和田市

12.6%

上記以外の

大阪府内

0.8%

大阪府以外

0.4%



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数年に１回、年に

１回程度来園する

との回答が 60％

を超える 

史跡の見学、歴史

の学習を目的に来

園した人が多い。 

自家用車での来園

が最も多く、次い

で自転車が多い。 

滞在時間は 30 分

～１時間未満が約

40％を占め、２時

間以上滞在したの

はわずか約 14％

である。 

弥生学習館への来

訪率が低い。また

公園のみを利用し

施設を全く利用し

ていない人が約

18％いる。 

＜本調査＞　有効回答人数206人

事前アンケートで池上曽根史跡公園

が弥生時代の史跡と知っていると回答

の方に伺います。

どこで知りましたか。（複数回答可）
複数回答 人 ％

1 近くに住んでいる 125 60.7

2 市や町の広報を見て 43 20.9

3 学校の授業で 41 19.9

4 人から聞いて 28 13.6

5 ポスター、チラシを見て 15 7.3

6 その他【　　　】 15 7.3

7 テレビ、ラジオ、雑誌等の紹介 14 6.8

8 インターネットを見て 14 6.8

池上曽根史跡公園にはどのくらい来

園されますか。
単一回答 人 ％

1 ほぼ毎日 1 0.5

2 週に2～3回程度 0 0.0

3 週に1回程度 6 2.9

4 月に2～3回程度 4 1.9

5 月に1回程度 9 4.4

6 年に数回程度 29 14.1

7 年に1回程度 32 15.5

8 数年に1回程度 94 45.6

9 はじめて来た 31 15.0

池上曽根史跡公園に来園された目的

は何ですか。（複数回答可）
複数回答 人 ％

1 史跡の見学 123 59.7

2 歴史の学習 69 33.5

3 散歩やウォーキング 69 33.5

4 休息、くつろぎ 49 23.8

5 風景を楽しむ 48 23.3

6 その他【　　　】 34 16.5

7 子供を遊ばせる 27 13.1

8 サイクリング 19 9.2

9 運動 17 8.3

10 昼食 10 4.9

11 犬の散歩 7 3.4

12 動植物を見る 6 2.9

13 芸術活動（写真、絵画等） 5 2.4

あなたは、以下の施設に行ったことが

ありますか。（複数回答可）
複数回答 人 ％

1 池上曽根弥生情報館（公園案内所） 109 52.9

2 泉大津市立池上曽根弥生学習館 59 28.6

3 大阪府立弥生文化博物館 131 63.6

4 行ったことはない 38 18.4

池上曽根史跡公園へ来園する際に、

主に利用した交通機関を教えて下さ

い。
単一回答 人 ％

1 自家用車 111 53.9

2 自転車 42 20.4

3 バス、電車等の公共交通 28 13.6

4 徒歩 18 8.7

5 貸切バス 4 1.9

6 バイク 3 1.5

7 その他【　　　】 0 0.0

池上曽根史跡公園にはどのくらい滞

在しますか。
単一回答 人 ％

1 15分 未満 9 4.4
2 15～30分 未満 27 13.1

3 30分～1時間 未満 82 39.8

4 1～2時間 未満 60 29.1

5 2～3時間 未満 20 9.7

6 3～5時間 未満 6 2.9

7 5時間以上 2 1.0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

60.7 

20.9 

19.9 

13.6 

7.3 

7.3 

6.8 

6.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日

0.5%

週に2～3回程度

0.0%

週に1回程度

2.9%
月に2～3回程度

1.9%

月に1回程度

4.4%

年に数回程度

14.1%

年に1回程度

15.5%
数年に1回程度

45.6%

はじめて来た

15.0%

59.7 

33.5 

33.5 

23.8 

23.3 

16.5 

13.1 

9.2 

8.3 

4.9 

3.4 

2.9 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

52.9 

28.6 

63.6 

18.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自家用車

53.9%
自転車

20.4%

バス、電車等の公共交通

13.6%

徒歩

8.7%

貸切バス

1.9%

バイク

1.5%

その他【 】

0.0%

15分 未満

4.4%

15～30分 未満

13.1%

30分～1時間 未満

39.8%

1～2時間 未満

29.1%

2～3時間 未満

9.7%

3～5時間 未満

2.9%

5時間以上

1.0%
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歴史を感じること

ができる公園を求

める声が多い。ま

た緑があり、ゆっ

くりくつろぐこと

ができる公園を求

める声が多い。 

一方、本格的なス

ポーツができる公

園や、遊具を求め

る回答は少ない。 

1 2 3 4 5
池上曽根史跡公園の満足度を

お答えください。
全体 満足

やや満

足
普通 やや不満 不満

単一回答

206 39 98 62 7 0

100.0 18.9 47.6 30.1 3.4 0.0

206 46 78 69 13 0

100.0 22.3 37.9 33.5 6.3 0.0

206 52 88 63 3 0

100.0 25.2 42.7 30.6 1.5 0.0

206 47 70 81 8 0

100.0 22.8 34.0 39.3 3.9 0.0

206 37 72 89 8 0

100.0 18.0 35.0 43.2 3.9 0.0

206 32 72 98 4 0

100.0 15.5 35.0 47.6 1.9 0.0

206 19 55 127 5 0

100.0 9.2 26.7 61.7 2.4 0.0

206 38 83 77 6 2

100.0 18.4 40.3 37.4 2.9 1.0

206 23 59 90 30 4

100.0 11.2 28.6 43.7 14.6 1.9

206 34 93 73 5 1

100.0 16.5 45.1 35.4 2.4 0.5

池上曽根史跡公園に求めるものは何

ですか。（3つまでお答えください）

※特にない方もなるべく以下の選択肢

の中から1つ以上はお選びください。
複数回答 人 ％

1 歴史を感じられる文化財を活用した公園 150 72.8

2 緑や花がきれいな公園 94 45.6

3 ゆっくり休むことができる公園 74 35.9

4 イベントや行事を楽しむことができる公園 63 30.6

5 子どもを安心して遊ばせられる公園 48 23.3

6 スポーツや健康づくりのための公園 25 12.1

7 地震時などの防災の拠点となる公園 16 7.8

8 国内外から観光客が集まる公園 13 6.3

9
アウトドアスポーツをはじめ、日ごろできな

い活動を楽しむことができる公園
10 4.9

10 楽しい遊具がある公園 8 3.9

11 本格的な競技大会などができる公園 1 0.5

12 その他【　　　】 0 0.0

池上曽根史跡公園を利用するにあ

たって新たに作ってほしい施設は何で

すか。（3つまでお答えください）

※特にない方もなるべく以下の選択肢

の中から1つ以上はお選びください。
複数回答 人 ％

1 歴史を感じられる復元建物 93 45.1

2 日陰のある休憩所 76 36.9

3 カフェ、レストラン 70 34.0

4 遊んで学べる体験学習施設 56 27.2

5 休憩できるベンチ 37 18.0

6 芝生広場 31 15.0

7 駐車場 22 10.7

8 祭りやイベントができる多目的広場 20 9.7
9 草花 19 9.2

10 トイレ 18 8.7

11 樹木 17 8.3

12 遊具、健康遊具 15 7.3

13 売店 13 6.3

14 宿泊施設 3 1.5

15 インフォメーションセンター 2 1.0

16 その他【　　　】 1 0.5

10
池上曽根史跡公園を利用しての総合的な

満足度について

Q8

Q9

8 散策や憩いの場としての利用について

9 緑の量や花の演出について

6
子どもの遊び場としての安心感、安全性

について

7
高齢者の利用やベビーカーの通行への

配慮について

4
復元した弥生時代の建物、遺構の管理状

況について

5
復元物の解説などのわかりやすさについ

て

2
復元した弥生時代の建物、遺構の数につ

いて

3
復元した弥生時代の建物、遺構の出来栄

えについて

1
池上曽根史跡公園で弥生時代が感じられ

たかについて

Q7

72.8 

45.6 

35.9 

30.6 

23.3 

12.1 

7.8 

6.3 

4.9 

3.9 

0.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

45.1 

36.9 

34.0 

27.2 

18.0 

15.0 

10.7 

9.7 

9.2 

8.7 

8.3 

7.3 

6.3 

1.5 

1.0 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.9 

22.3 

25.2 

22.8 

18.0 

15.5 

9.2 

18.4 

11.2 

16.5 

47.6 

37.9 

42.7 

34.0 

35.0 

35.0 

26.7 

40.3 

28.6 

45.1 

30.1 

33.5 

30.6 

39.3 

43.2 

47.6 

61.7 

37.4 

43.7 

35.4 

3.4 

6.3 

1.5 

3.9 

3.9 

1.9 

2.4 

2.9 

14.6 

2.4 

1.0 

1.9 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

池上曽根史跡公園で弥生時代が感じられたかについて

復元した弥生時代の建物、遺構の数について

復元した弥生時代の建物、遺構の出来栄えについて

復元した弥生時代の建物、遺構の管理状況について

復元物の解説などのわかりやすさについて

子どもの遊び場としての安心感、安全性について

高齢者の利用やベビーカーの通行への配慮について

散策や憩いの場としての利用について

緑の量や花の演出について

池上曽根史跡公園を利用しての総合的な満足度につい て

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

復元施設の数や、出来栄

えについて満足との回答

が多い。 

一方、バリアフリーや緑

の量や花の演出について

不満との回答が多い。 
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自由回答として多かったのは、「緑が多くくつろげる」「ゆったりできる」「安心して利用したい」という

場所を求めるほか、「歴史を学びたい」「もっと弥生時代を感じたい」という回答が多い。 

 

  

Q10 その他、池上曽根史跡公園について自由な意見をお聞かせください。

性別 年齢 職業

男性 55 会社員(技術系)

男性 50 自営業

女性 30 自由業

男性 72 無職

男性 49 会社員(その他)

男性 47 会社員(その他)

女性 34 会社員(技術系)

女性 64 専業主婦(主夫)

女性 39 会社員(その他)

女性 27 会社員(事務系)

女性 17 学生

男性 76 パート・アルバイト

男性 70 自営業

女性 57 パート・アルバイト

男性 45 自営業

女性 43 専業主婦(主夫)

男性 37 会社員(その他)

男性 62 会社員(技術系)

女性 30 会社員(その他)

男性 60 経営者・役員

男性 65 専業主婦(主夫)

女性 26 会社員(技術系)

女性 67 パート・アルバイト

女性 26 専業主婦(主夫)

男性 71 無職

男性 56 会社員(技術系)

男性 39 会社員(その他)

男性 70 経営者・役員

男性 54 会社員(技術系)

男性 50 パート・アルバイト

男性 27 会社員(その他)

女性 32 パート・アルバイト

男性 43 会社員(技術系)

女性 20 学生

男性 66 無職

女性 59 専業主婦(主夫)

男性 54 会社員(その他)

女性 44 専業主婦(主夫)

女性 53 専業主婦(主夫)

女性 74 専業主婦(主夫)

女性 47 パート・アルバイト

男性 58 会社員(事務系)

男性 59 会社員(事務系)

女性 22 学生

せっかく泉大津に歴史的な遺跡があるのだから、もっとアピールして泉州地方の歴史についてわかりやすく解説して

ほしい。

ゆっくりくつろげるカフェや、犬用の遊具があると嬉しいです。

建物自体の説明文やイラストを増やして欲しい。駐車場やトイレなどの設備の整備と日陰の休息所も不十分なの
で、長時間の滞在は辛い

もうすこし、子供が歴史を感じられる施設にして欲しい

昔の生活様式がわかる建物で　外から見てもわかりやすいが　中の様子ももっと詳しく再現されていたらいいと思い

ます　道具など

もっと、弥生時代を感じれたらいい。

近くの弥生文化会館と連携してイベントしたらいいと思う

思わず通り過ぎるので、もう少し分かりやすく目立つ外観にした方がいいと思います

少し殺風景な感じがしたので花や緑が増えると素敵な公園になると思います。

ボランティアガイドがいるといいと思います。

池上曽根遺跡公園の存在については、知らない人が多いのでもう少しPRをしていただければありがたいです。ま

た、公園内の施設については私も十分に知らないので、広報やパンフ等で情報発信をしてください。

竪穴式住居や高床式倉庫などの復元建物の内部公開を週一回ぐらいでやってほしい。できれば弥生時代を体験で

きる催しをやってほしい。日陰のある休憩所やカフェなどを施設内に併設してほしい。

もっと遊具があると嬉しいです。

華やかさがあれば良い

景観をよりよくしてほしいです

大事な史跡なのに、もっと上手く活用すれば良いと思います。

他の歴史公園にないインパクトのあるものがほしい。

古代の生活体験的な催し物があってもよい

発掘現場が体験できるような展示があればよい。

もっとここの土地にあった弥生時代体験と、環境を学習できる場にしてほしい。

もう少しベンチや遊具などを増やして欲しい。

よく利用しているが、ちょっと広い公園で、復元した昔の建物があると言うだけでなく、昔の何かを体験したり、昔の生

活を感じさせてくれる施設があると良い。

近くの府立弥生博物館とのコラボ企画や体験型のイベントがあれば参加したい。

緑の多い公園になるといいと思う

非常に地味な史跡なので、公園としての魅力を考え出してほしい。

素敵な史跡なのに近くの人でも意外と知らないと言う人が多いです。もっと多方面から来てもらえる工夫があれば良

いと思います。

広大な公園なので散策するだけでも良い運動になる

弥生時代の貴重な遺跡を活用して欲しい

もう少し休憩施設が欲しい

歴史を感じる良い場所

まだまだ全国的に知名度が低いので、もっと宣伝した方が、数多くの人が来てくれると思います。

史跡公園と言う割には、歴史を感じさせる部分が少なく、だだっ広いだけという印象なので、もう少し整備して欲しい。

弥生時代の遺跡がどのように発掘されたのかがよくわかりますし、小学生の校外学習などにも良いと思います。

小学校の遠足で行きました。

特にありません

夜が寂しい。ライトアップなど安全、安心な場所にしたい。

大型遊具やレストランがあると　孫を連れて　もっと来たいと思います。

安全な場所でいてほしい

緑を増やし散歩しやすいようにしてほしい

駐車場の完備

大きな樹木が欲しい。

もっと、休憩が出来てカフェ等があると嬉しい。あと、座れる屋根のある休憩所を増やしてほしい。

折角の歴史的遺構をもっと有効に活用してほしい。

学校の社会見学でも行ったことがありますが、すごく良い勉強になりました。

※主要な回答を抜粋

意見

皆が安心して訪れることができるような環境整備をお願いしたい
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